
（　

）

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
法
的
救
済
過
程
に
関
す
る
覚
書

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

一

一

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
法
的
救
済
過
程
に
関
す
る
覚
書

―
―
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
「
簡
易
救
済
」
の
新
た
な
展
開
を
求
め
て
―
―

川
　
　
嶋
　
　
四
　
　
郎

　

目　

次

一　

は
じ
め
に

　

１　

終
戦
後
の
司
法
制
度
改
革
と
簡
易
裁
判
所

　

２　

考
察
の
視
角

二　

終
戦
後
の
司
法
制
度
改
革
の
中
に
お
け
る
簡
易
裁
判
所
論
・
小
史

　

１　

終
戦
後
の
司
法
制
度
改
革
と
簡
易
裁
判
所
の
創
設

　

２　

簡
易
裁
判
所
創
設
の
具
体
的
な
構
想

三　
﹁
簡
易
救
済
﹂
と
そ
れ
を
支
え
る
も
の

　
　
　

︱
︱
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
﹁
司
法
・
裁
判
の
民
衆
化
﹂
の
探
究

　

１　

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
﹁
簡
易
救
済
﹂
の
理
念



（　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

二

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
法
的
救
済
過
程
に
関
す
る
覚
書

二二

　

２　

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
様
々
な
特
質

四　

お
わ
り
に

　
　
　

︱
︱
簡
易
裁
判
所
に
つ
い
て
の
若
干
の
将
来
展
望

　

１　

総
論
的
な
展
望

　

２　

各
論
的
な
展
望

　

３　

結
語

一　

は
じ
め
に

１　

終
戦
後
の
司
法
制
度
改
革
と
簡
易
裁
判
所

　

終
戦
後
の
司
法
制
度
改
革
は
、
今
で
は
遠
い
過
去
の
歴
史
的
な
出
来
事
の
一
つ
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
司
法
の
領
域
に
お
い
て

も
、﹁
民
主
化
﹂
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
革
を
通
じ
て
、
旧
憲
法
・
旧
裁
判
所
構
成
法
の
下
で
は
司
法
省
に
属
し
て
お
り
、

独
立
し
た
人
事
権
や
予
算
権
な
ど
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
裁
判
所
、
す
な
わ
ち
司
法
部
が
、
行
政
部
か
ら
の
独
立
を
達
成
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
憲
法
に
基
礎
を
置
く
最
高
裁
判
所
と
下
級
裁
判
所
が
創
設
さ
れ
、
新
た
な
司
法
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
裁
判
所
に
は
違

憲
法
令
審
査
権
（
憲
法
八
一
条
）
が
与
え
ら
れ
、
人
事
権
や
予
算
権
な
ど
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
司
法
権
の
独
立
が
完
全
に
達
成

さ
れ
、
新
憲
法
の
下
に
お
け
る
三
権
分
立
制
度
が
確
立
す
る
こ
と
と
な
っ）

1
（

た
）
2
（

。

　

終
戦
後
の
司
法
制
度
改
革
は
、
戦
前
に
お
け
る
司
法
権
の
位
置
付
け
と
そ
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
統
治
権
の
一
部
を
構
成
す

る
司
法
シ
ス
テ
ム
の
抜
本
的
な
改
革
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
司
法
を
担
う
機
構
の
改
革
が
、
そ
の
中
心
部
分
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
を
動
か
す
人
的
側
面
や
手
続
法
の
改
革
も
、
当
然
視
野
に
入
っ
て
い
た
。
た
だ
、
手
続
法
の
局
面
で
は
、
基
本
的
人
権
の
保
障
に
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三

三三

関
わ
り
、
憲
法
に
多
く
の
規
定
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
刑
事
手
続
法
の
改
革
が
中
心
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
民
事
司
法

や
民
事
手
続
法
の
領
域
に
お
け
る
改
革
を
も
誘
発
す
る
契
機
が
、
そ
こ
に
は
存
在
し
た
。

　

そ
の
成
果
の
一
つ
が
、﹁
簡
易
裁
判
所
の
創
設
﹂
で
あ
る
。

２　

考
察
の
視
角

　

本
稿
で
は
、
下
級
裁
判
所
中
の
最
下
級
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
裁
判
所
で
あ
り
、
か
つ
、
多
様
な
民
事
紛
争
解
決
手
続
を
擁
し
て
い
る

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
法
的
救
済
の
基
本
的
な
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
﹁
簡
易
救
済
﹂
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

簡
易
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
創
設
以
来
、
日
本
経
済
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
加
速
や
民
事
事
件
数
の
増
加
に
と
も
な
い
、
地
方
裁

判
所
と
の
間
で
の
民
事
第
一
審
の
裁
判
所
の
役
割
分
担
の
要
請
や
最
高
裁
判
所
の
負
担
軽
減
政
策
の
一
環
と
し
て
、
事
物
管
轄
が
漸
次
引
き

上
げ
ら
れ
た
結
果
、
そ
の
基
本
的
な
性
格
が
変
容
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
当
初
意
図
さ
れ
た
﹁
少
額
裁
判
所
的
性
格
﹂
と
、
後
に

顕
在
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
﹁
小
型
地
裁
的
性
格
﹂
と
い
う
、
役
割
の
二
重
化
・
複
合
化
で
あ
る）

3
（

。

　

そ
の
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
本
稿
で
は
、
さ
ら
に
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
簡
易
裁
判
所
機
構
の
全
体
像
を
俯
瞰
し
、
た
と
え
ば
、
当
事

者
が
自
分
自
身
の
言
葉
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
機
能
、
簡
易
な
債
務
名
義
の
創
造
機
関
と
し
て
の
役
割
、
さ
ら
に
は

合
意
に
よ
る
紛
争
解
決
を
促
進
す
る
役
割
な
ど
、
多
様
な
手
続
メ
ニ
ュ
ー
や
機
能
の
存
在
に
基
づ
く
簡
易
な
法
的
救
済
機
構
と
い
う
側
面
に

も
焦
点
を
当
て
た
い
。
こ
れ
は
、
簡
易
裁
判
所
の
﹁
多
様
な
市
民
ニ
ー
ズ
即
応
的
性
格
﹂
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
多
様
で
複
合
的
な
性
格
を
も
つ
市
民
に
身
近
な
裁
判
所
（
い
わ
ば
﹁
身
近
な
駆
込
寺
的
な
裁
判
所
﹂）
と
し
て
の
簡
易
裁
判

所
の
役
割
を
よ
り
活
性
化
し
、﹁
簡
易
救
済
﹂
を
よ
り
一
層
促
進
す
る
た
め
に
、以
下
で
は
、改
め
て
戦
後
の
創
設
期
に
目
指
さ
れ
て
い
た
﹁
司

法
の
民
主
化
﹂
を
さ
ら
に
推
進
す
る
﹁
司
法
・
裁
判
の
民
衆
化
﹂）

4
（

の
内
実
を
、
改
め
て
垣
間
見
る
こ
と
に
し
た）

5
（

い
）
6
（

。
こ
れ
は
、
簡
易
裁
判
所
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に
お
け
る
﹁
多
様
な
市
民
ニ
ー
ズ
即
応
的
性
格
﹂
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
つ
つ
、
利
用
者
の
視
点
か
ら
行
う
考
察
で
あ
る
。
従
来
の
簡
易
裁

判
所
に
関
す
る
﹁
少
額
裁
判
所
的
性
格
﹂
と
﹁
小
型
地
裁
的
性
格
﹂
の
析
出
、
両
者
の
相
克
の
認
識
、
お
よ
び
両
性
格
の
正
当
化
を
め
ぐ
る

議
論
の
多
く
は
、
い
わ
ば
裁
判
制
度
の
全
体
を
制
度
の
側
か
ら
鳥
瞰
し
、
最
高
裁
判
所
の
負
担
軽
減
の
あ
り
方
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
民
事

第
一
審
裁
判
所
の
役
割
分
担
（
事
物
管
轄
）
の
あ
り
方
を
中
核
に
据
え
、
簡
易
裁
判
所
の
手
続
を
学
理
的
か
つ
政
策
的
に
考
察
す
る
も
の
で

あ
り
、
市
民
に
身
近
な
裁
判
所
の
構
築
、
す
な
わ
ち
﹁
簡
易
救
済
﹂
の
あ
り
方
を
、
利
用
者
の
視
点
か
ら
考
究
す
る
視
点
は
、
二
次
的
な
も

の
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
制
度
論
や
政
策
論
の
展
開
に
と
も
な
う
必
然
的
な
限
界
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
今
一
度
、

簡
易
裁
判
所
の
制
度
が
構
築
さ
れ
た
創
設
期
の
議
論
を
一
瞥
し
て
、こ
れ
か
ら
の
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
﹁
簡
易
救
済
﹂
の
本
旨
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
考
え
て
行
き
た
い
。

＊
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
の
助
成
を
受
け
た
研
究
（
研
究
課
題
番
号
二
三
三
三
〇
〇
二
九
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）　

そ
の
改
革
に
関
す
る
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
側
の
担
当
者
に
よ
る
回
顧
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
オ
プ
ラ
ー
（
内
藤
頼
博
監
訳
・
納
谷
廣
美
＝
高

地
茂
世
訳
）﹃
日
本
占
領
と
法
制
改
革
﹄
七
四
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
︹
原
著
、
一
九
七
六
年
︺）
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
オ
ブ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

根
本
松
男
﹁
オ
プ
ラ
ー
博
士
と
ブ
レ
イ
ク
モ
ア
氏
︱
︱
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
法
令
審
査
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
八
五
号
九
五
頁
（
一
九
七
一
年
）
な
ど
を
参
照
。

　
　
　

日
本
側
の
担
当
者
に
よ
る
記
録
の
集
大
成
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
内
藤
頼
博
﹃
終
戦
後
の
司
法
制
度
改
革
の
経
緯
︹
第
一
分
冊
か
ら
第
六
分
冊
︺﹄（
司
法
研
修
所
、
一
九
五

九
～
一
九
七
一
年
）
が
あ
る
。

（
2
）　

ま
た
、
戦
後
の
司
法
権
の
独
立
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
丁
野
暁
春
＝
根
本
松
男
＝
河
本
喜
与
之
﹃
司
法
権
独
立
運
動
の
歴
史
﹄（
法
律
新
聞
社
、
一
九
八
五
年
）
な
ど

を
参
照
。
た
だ
し
、
当
時
の
﹁
司
法
権
独
立
運
動
﹂
に
つ
い
て
は
、﹁
・
・
・
私
に
は
、
そ
の
著
書
名
が
﹃
司
法
権
独
立
運
動
の
歴
史
﹄
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
に
か
事
実

に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
私
を
し
て
こ
れ
を
端
的
に
云
わ
し
め
れ
ば
、
あ
っ
た
の
は
派
閥
の
攻
防
勢
力
争
い
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
た

だ
そ
の
抗
争
を
美
化
す
る
た
め
、
右
の
呼
称
が
生
じ
た
と
云
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
感
を
深
く
す
る
も
の
は
独
り
私
の
み
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。﹂
と
い
う
シ
ニ

カ
ル
な
見
方
な
ど
も
示
さ
れ
て
い
た
。
伊
達
利
知
﹁
終
戦
前
後
に
お
け
る
司
法
権
独
立
運
動
と
岩
田
宙
造
先
生
﹂
自
由
と
正
義
三
七
巻
八
号
五
九
頁
、六
一
頁
（
一
九
八
六
年
）。
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五

五五

た
だ
、
旧
制
度
と
比
較
し
て
、
結
果
的
に
、
現
行
制
度
が
、
実
質
的
に
そ
う
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
形
式
的
に
は
司
法
権
の
独
立
を
確
保
し
た
こ
と
は
、
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
河
本
喜
与
之
﹁
司
法
権
独
立
の
歴
史
﹂
自
由
と
正
義
三
七
巻
八
号
六
三
頁
（
一
九
八
六
年
）、
ジ
ョ
ン
・
Ｏ
・
ヘ
イ
リ
ー
（
浅
香
吉
幹
訳
）

﹁
日
本
に
お
け
る
司
法
の
独
立
・
再
考
﹂
石
井
紫
郎
＝
樋
口
範
雄
編
﹃
外
か
ら
見
た
日
本
法
﹄
三
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
も
参
照
。

（
3
）　

兼
子
一
＝
竹
下
守
夫
﹃
裁
判
法
︹
第
四
版
︺﹄
二
一
三
頁
注
（
３
）（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）︹
こ
こ
で
は
、﹁
簡
易
裁
判
所
の
性
格
と
少
額
裁
判
所
問
題
﹂
と
し
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
。︺。
こ
の
﹁
小
型
地
裁
的
性
格
﹂
は
、
地
方
裁
判
所
の
﹁
亜
流
化
﹂（
三
ケ
月
章
﹁
裁
判
所
制
度
︱
︱
比
較
司
法
制
度
論
の
立
場
か
ら
の
一
考
察
﹂
同
﹃
民
事
訴
訟

法
研
究
︹
第
四
巻
︺﹄
二
〇
一
頁
、
二
三
九
頁
注
（
３
）︹
有
斐
閣
、
一
九
六
六
年
︹
初
出
、
一
九
六
四
年
︺︺
も
参
照
。）
な
ど
と
批
判
さ
れ
て
い
た
。

（
4
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
二
１
を
参
照
。

　
　
　

な
お
、
戦
後
の
司
法
改
革
の
文
脈
で
は
、﹁
司
法
の
民
主
化
﹂
と
い
う
標
語
と
と
も
に
、﹁
司
法
の
民
衆
化
﹂
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
、
よ
く
用
い
ら
れ
た
。﹁
民
衆
化
﹂
と

い
う
用
語
に
は
、﹁
民
主
化
﹂
と
比
較
し
て
よ
り
一
層
の
一
般
国
民
へ
の
配
慮
と
日
常
生
活
へ
の
浸
潤
志
向
が
窺
わ
れ
る
が
、そ
の
時
代
状
況
に
お
け
る
精
確
な
含
意
の
探
究
は
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
5
）　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
基
礎
に
は
、
次
の
よ
う
な
正
鵠
を
射
た
指
摘
に
触
発
さ
れ
た
側
面
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
も
、﹁
民
衆
が
最
も
頻
繁
に
接
触
す
る
裁
判
所
は
、

少
額
請
求
を
扱
う
最
下
級
の
裁
判
所
で
あ
る
。
民
衆
は
マ
イ
ナ
ー
・
コ
ー
ト
と
の
出
会
い
の
お
り
に
得
た
印
象
に
基
づ
い
て
裁
判
所
制
度
全
体
に
対
す
る
評
価
を
下
す
の
で
、

最
下
級
の
裁
判
所
こ
そ
民
衆
の
裁
判
と
法
に
対
す
る
基
本
的
な
姿
勢
を
決
定
す
る
重
要
な
裁
判
所
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
マ
イ
ナ
ー
・
コ
ー
ト
と
呼
ぶ
の
は
誤
解
を
生
む
お

そ
れ
が
あ
る
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。﹂（W

illiam
 L

itke, T
he M

odernization of the M
inor C

ourt, 50 Judicature, 67

︹1966

︺）
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
小
島
武
司
﹁
少
額
請
求
訴
訟
の
本
人
処
理
﹂
同
﹃
迅
速
な
裁
判
﹄
五
〇
九
頁
、
五
一
一
頁
（
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
八
七
年
︹
初
出
、
一
九
七
二
年
︺）
の
紹
介
に

よ
る
。

　
　
　

そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
所
制
度
の
説
明
に
際
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
著
作
が
、
最
高
裁
判
所
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
が
、
異
例
を
承
知
で
、
簡
易
裁
判
所
か
ら
そ
の
説
明
を
始

め
た
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
佐
藤
鉄
男
＝
和
田
吉
弘
＝
日
比
野
泰
久
＝
川
嶋
四
郎
＝
松
村
和
徳
﹃
民
事
手
続
法
入
門
︹
第
四
版
︺﹄
四
三
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二

年
︹
初
版
は
、
二
〇
〇
二
年
︺）
な
ど
を
参
照
。

（
6
）　

た
し
か
に
、戦
後
七
〇
年
の
現
時
点
で
、創
設
当
初
の
理
念
へ
の
立
ち
返
り
を
説
く
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
（
少
額
訴
訟
手
続
の
導
入
前
の
議
論
︹
簡

易
裁
判
所
の
統
廃
合
の
際
の
議
論
︺
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
竹
下
守
夫
﹁
簡
易
裁
判
所
の
再
配
置
の
必
要
性
と
民
事
司
法
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
一
号
三
二
頁
︹
一
九
八
六
年
︺

を
参
照
）、
そ
の
理
念
の
下
で
構
想
さ
れ
た
民
衆
の
た
め
の
多
様
な
ア
イ
デ
ア
を
再
考
し
、
自
由
な
制
度
設
計
が
許
さ
れ
て
い
た
の
び
や
か
な
時
代
の
精
神
を
再
び
汲
み
上
げ

発
展
さ
せ
る
こ
と
は
、
現
在
の
﹁
簡
易
救
済
﹂
の
具
体
化
に
際
し
て
様
々
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
契
機
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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な
お
、今
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
論
題
を
取
り
上
げ
る
か
に
つ
い
て
は
、民
事
訴
訟
の
局
面
で
、過
払
金
返
還
請
求
事
件
の
大
波
の
去
っ
た
今
こ
そ
、簡
易
裁
判
所
の
﹁
簡
易
救
済
﹂

の
あ
り
方
を
じ
っ
く
り
考
究
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

二　

終
戦
後
の
司
法
制
度
改
革
の
中
に
お
け
る
簡
易
裁
判
所
論
・
小
史

１　

終
戦
後
の
司
法
制
度
改
革
と
簡
易
裁
判
所
の
創
設

⑴
　
簡
易
裁
判
所
創
設
の
経
緯

　

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
）
八
月
に
お
け
る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
っ
て
、
日
本
は
、
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
に
よ
る

占
領
の
下
で
、﹁
民
主
主
義
的
傾
向
の
復
活
強
化
﹂
を
国
策
の
基
本
と
し
て
戦
後
処
理
を
図
る
こ
と
に
な
り
、
司
法
制
度
に
つ
い
て
も
、
民

主
主
義
の
要
請
か
ら
、
司
法
制
度
改
革
が
企
図
さ
れ
た）

7
（

。

　

憲
法
改
正
案
の
審
議
が
進
む
に
つ
れ
て
、
司
法
省
内
で
、
新
憲
法
下
に
お
け
る
司
法
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
審
議
が
行
わ
れ
た
。
こ

こ
で
は
詳
し
く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
稿
に
関
係
す
る
か
ぎ
り
で
、
若
干
の
言
及
を
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
閣
議
に
お
い
て
、
司
法
省
内
に
司
法
法
制
審
議
会
が
設
け
ら
れ
、
三
つ
の
小
委
員
会
に
分
け
て
議
論
が
な
さ
れ
た）

8
（

。
そ
の
中
の
第

一
小
委
員
会
が
、
新
た
な
司
法
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
関
わ
る
裁
判
所
法
等
の
法
律
要
綱
案
を
作
成
し
た
が
、
こ
こ
で
は
重
要
事
項
と
し
て
、

次
の
五
点
が
審
議
さ
れ
た）

9
（

。
す
な
わ
ち
、
①
検
察
庁
の
分
離
、
②
最
高
裁
判
所
の
構
成
と
権
限
、
③
司
法
省
の
権
限
、
④
裁
判
官
の
任
用
制

度
、
⑤
下
級
裁
判
所
の
組
織
等
、
⑥
簡
易
裁
判
所
の
設
置
、
⑦
裁
判
官
の
定
年
、
お
よ
び
、
⑧
司
法
行
政
等）
₁（
（

が
、
そ
れ
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
刑
事
訴
訟
法
と
は
異
な
り
、
民
事
訴
訟
法
に
つ
い
て
は
、
必
要
最
小
限
の
改
革
に
と
ど
ま
っ
た）
₁₁
（

。
そ
の
民
事
訴
訟
法
の
改
正
に

つ
い
て
は
、
四
つ
の
柱
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り）
₁₂
（

、
そ
の
中
に
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
簡
易
裁
判
所
の
創
設
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
た
し
か
に
、
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こ
の
種
の
裁
判
所
の
創
設
は
、﹁
司
法
の
民
主
化
﹂
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
﹁
司
法
・
裁
判
の
民
衆
化
﹂
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
当
初
か
ら
明
確
な
か
た
ち
で
企
図
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、﹁
む
し
ろ

裁
判
所
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、
当
初
は
各
裁
判
所
を
な
る
べ
く
等
質
的
な
も
の
と
す
る
趣
旨
か
ら
、
簡
易
裁
判
所
と
い
う
も
の
は
考

慮
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
一
方
刑
事
関
係
で
は
憲
法
上
と
く
に
捜
査
段
階
に
お
け
る
各
種
の
強
制
処
分
に
裁
判
官
の
令
状
が
必
要
に
な
っ
た
の

で
、
警
察
署
の
近
く
に
裁
判
官
が
い
な
い
と
急
を
要
す
る
場
合
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
、
警
察
署
単
位
の
違
警
罪）
₁₃
（

裁
判
所
的

な
も
の
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
民
事
で
も
調
停
や
少
額
事
件
を
簡
易
迅
速
に
処
理
す
る
民
衆
に
親
し
み
易
い
裁
判
所
が
あ
っ
て
も
よ
い

と
い
う
の
で
、
こ
の
両
方
の
要
求
を
満
た
す
た
め
に
、
全
国
に
多
数
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
﹂。）
₁₄
（

　

こ
の
間
の
事
情
は
、
一
九
九
六
年
（
平
成
八
年
）
に
制
定
さ
れ
た
平
成
民
事
訴
訟
法
の
制
定
過
程
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
の
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
の
経
緯
と
似
て
お
り
興
味
深
い
。
た
だ
、
市
民
に
最
も
身
近
な
手
続
改
革
が
、
改
革
過
程
の
驥
尾
に
付
し
な
が
ら
も
、
い
つ
の
間
に

か
主
役
級
の
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
占
め
、
全
体
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
制
度
改
革
の
要
素
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
り
、
手
続
改
革
全

体
に
良
好
な
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
国
民
の
た
め
の
制
度
改
革
の
視
点
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。

⑵
　
少
額
裁
判
所
の
制
度
モ
デ
ル

　

そ
の
際
、
民
事
紛
争
処
理
の
局
面
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
少
額
裁
判
所
制
度
が
簡
易
裁
判
所
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
。
民
事
事
件
に
つ
い
て
も
、

ア
メ
リ
カ
の
﹁
ス
モ
ー
ル
・
ク
レ
イ
ム
ズ
・
コ
ー
ト
（Sm

all C
laim

s C
ourt

）
の
思
想
﹂
に
な
ら
い
、
こ
の
種
の
裁
判
機
構
を
設
け
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
有
力
と
な
り
、
こ
こ
に
、
少
額
の
民
事
事
件
お
よ
び
軽
微
な
犯
罪
に
関
す
る
刑
事
事
件
に
つ
い
て
、
任
用
資
格
や

定
年
な
ど
を
異
に
す
る
裁
判
官
に
、
簡
易
な
手
続
で
事
件
を
処
理
さ
せ
よ
う
と
す
る
簡
易
裁
判
所
の
構
想
が
成
立
し
た）
₁₅
（

と
指
摘
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
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そ
の
背
景
と
し
て
は
、
旧
裁
判
所
構
成
法
下
の
区
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
訴
訟
手
続
の
簡
易
化
が
十
分
に
は
徹
底
さ
れ
て
お
ら
ず
、
基
本

的
に
は
地
方
裁
判
所
の
事
件
の
相
当
部
分
を
引
き
受
け
る
裁
判
所）
₁（
（

の
よ
う
な
観
を
呈
し
て
お
り
、
最
下
級
の
裁
判
所
と
し
て
、
決
し
て
国
民

に
身
近
な
裁
判
所
と
は
な
り
得
て
い
な
か
っ
た
事
情
が
存
在
し
た）
₁₇
（

。

２　

簡
易
裁
判
所
創
設
の
具
体
的
な
構
想

⑴
　
名
称
を
め
ぐ
る
議
論

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
終
戦
後
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
の
創
設
は
、
司
法
権
の
独
立
の
成
果
を
含
意
す
る
画
期
的
な
出
来
事
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
大
所
高
所
か
ら
の
司
法
制
度
改
革
に
お
い
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
お
よ
び
日
本
側
の
司
法
法
制
審
議
会
で
関
心
を
集
め
た）
₁₈
（

の

は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
司
法
の
裾
野
を
形
成
す
べ
き
﹁
庶
民
の
裁
判
所
﹂
で
あ
り
、
簡
易
裁
判
所
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
こ
の
最
下
級
の
裁
判
所
の
名
称
自
体
が
議
論
さ
れ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
今
日
で
は
人
口
に
膾
炙
し
自
然
な
か
た
ち
で
定
着
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹁
簡
易
裁
判
所
﹂
と
い
う
名
称
も
、
議
論
の
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
旧
制
度
、
す
な
わ
ち
旧
憲
法
・
旧
裁
判
所

構
成
法
の
下
で
の
地
方
裁
判
所
と
当
時
の
最
下
級
裁
判
所
で
あ
っ
た
区
裁
判
所
と
の
関
係
が
相
対
的
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
る
た
め
に
、﹁
区

裁
判
所
﹂
と
い
う
名
称
は
踏
襲
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る）
₁₉
（

。
議
論
の
当
初
、﹁
民
衆
的
裁
判
所
﹂
に
ふ
さ
わ
し
い
名
称
が
、
い
ろ
い
ろ
候

補
に
の
ぼ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、﹁
民
生
裁
判
所
﹂
と
い
う
案
な
ど
も
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
審
議
会
レ
ベ
ル
で
は
、
最

終
的
に
﹁
治
安
裁
判
所
﹂
）
₂（
（

と
な
っ
た）
₂₁
（

。
し
か
し
、﹁
閣
議
で
元
弁
護
士
の
松
本
蒸
治
商
工
大
臣
か
ら
、
余
り
に
刑
事
裁
判
所
的
で
あ
る
と
し

て
ク
レ
ー
ム
が
つ
い
た
と
か
で
、
木
村
篤
太
郎
司
法
大
臣
が
持
ち
帰
り
、
同
大
臣
の
主
導
で
、
簡
易
な
裁
判
所
と
い
う
普
通
名
詞
が
そ
の
ま

ま
固
有
名
詞
と
し
て
本
決
ま
り
と
な
﹂）
₂₂
（

っ
た
。

　

こ
こ
に
、
戦
後
に
お
け
る
最
下
級
の
裁
判
所
の
名
称
が
、﹁
簡
易
裁
判
所
﹂
と
し
て
確
定
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
名
称
を
め
ぐ
る
議
論
の
過
程
は
、
単
に
﹁
司
法
・
裁
判
の
民
衆
化
﹂
へ
の
志
向
を
象
徴
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
実
質
を

表
現
し
、
市
民
に
身
近
な
最
下
級
裁
判
所
の
創
造
に
向
け
た
議
論
の
過
程
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
と
く
に
﹁
民
生
裁
判
所
﹂
と
い

う
表
現
は
、
そ
こ
で
﹁
民
が
生
き
る
裁
判
所
﹂
を
直
接
的
に
想
起
さ
せ
る
注
目
す
べ
き
名
称
で
あ
る）
₂₃
（

。

　

し
か
し
、
簡
易
裁
判
所
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
は
、﹁
そ
の
後
何
年
か
の
間
、
こ
の
名
称
は
安
直
裁
判
に
通
じ
る
と
い
っ
て
嫌
わ
れ
た
﹂）
₂₄
（

と
回
顧
さ
れ
て
い
る
。
国
民
が
そ
の
名
称
を
嫌
っ
た
の
か
、
法
曹
（
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
）
の
全
体
ま
た
は
一
部
が
嫌
っ
た
の
か
、

さ
ら
に
は
マ
ス
コ
ミ
の
評
価
な
の
か
な
ど
は
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、﹁
安
直
裁
判
﹂
と
い
う
批
判
の
中
に
、
裁
判
と
い
う
も
の
が
一
定
の

慎
重
さ
、
厳
め
し
さ
お
よ
び
形
式
性
を
要
す
る
も
の
と
い
う
、
近
づ
き
難
い
厳
か
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
堅
い
イ
メ
ー
ジ
が
存
す
る
よ
う
で

興
味
深
い
。
手
続
の
慎
重
さ
と
手
続
の
身
近
さ
（
ア
ク
セ
ス
の
容
易
さ
）
と
が
両
立
し
得
な
い
可
能
性
を
暗
示
す
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

裁
判
所
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
あ
り
方
の
問
題
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る）
₂₅
（

。

2
　 

簡
易
裁
判
所
の
具
体
的
な
構
想

　

①　

概　

要

　

裁
判
所
法
案
要
綱
の
中
の
簡
易
裁
判
所
に
関
す
る
民
事
の
事
項
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た）
₂（
（

。

　

す
な
わ
ち
、
①
全
国
の
警
察
署
の
単
位
ご
と
に
設
置
し
、
必
要
に
応
じ
て
多
少
の
増
減
を
す
る
こ
と
、
②
裁
判
官
の
任
命
資
格
と
し
て
五

年
以
上
の
法
曹
の
経
験
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
の
他
に
学
識
経
験
者
で
選
考
委
員
会
の
選
考
を
経
た
者
も
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

③
裁
判
官
の
定
年
は
六
五
年
と
す
る
こ
と
、
④
裁
判
管
轄
は
、
民
事
に
つ
い
て
、
訴
訟
物
の
価
額
が
一
定
額
以
下
の
事
件
、
そ
の
他
当
事
者

双
方
の
合
意
に
よ
り
そ
の
管
轄
に
属
さ
せ
た
事
件
そ
の
他
、
お
よ
び
、
⑤
民
事
に
つ
き
司
法
委
員
の
制
度）
₂₇
（

が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
間
に

は
、
た
と
え
ば
、﹁
裁
判
官
に
は
、
法
曹
資
格
を
要
し
な
い
こ
と
、
民
間
有
識
者
を
司
法
委
員
と
し
て
迎
え
る
こ
と
な
ど
（
一
時
、
無
給
、
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法
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一
〇

名
誉
職
の
裁
判
官
そ
の
他
も
考
え
ら
れ
た
こ
と
さ
え
あ
っ
て
）、
民
情
に
沿
っ
た
大
岡
裁
き
を
期
待
す
る
雰
囲
気
は
大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
﹂

（（　

）
内
は
原
文
）
と
さ
れ
る）
₂₈
（

。

　

そ
の
後
、
内
閣
法
制
局
の
審
査
の
間
に
司
法
省
の
意
見
に
よ
り
、
簡
易
裁
判
所
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
簡
易
裁
判
所
判
事
の
任
命

資
格
に
つ
き
﹁
五
年
以
上
﹂
の
法
曹
経
験
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、﹁
三
年
以
上
﹂
と
改
め
ら
れ
た）
₂₉
（

。
さ
ら
に
、
枢
密
院
に

諮
詢
さ
れ
、
そ
こ
で
、
簡
易
裁
判
所
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
民
事
裁
判
権
に
つ
い
て
、﹁
二
〇
〇
〇
円
を
超
え
な
い
請
求
﹂
と

の
原
案
か
ら
、﹁
五
〇
〇
〇
円
を
超
え
な
い
請
求
﹂
と
改
め
ら
れ）
₃（
（

た
）
₃₁
（

。　

　

②　

議
論
の
過
程
に
お
け
る
大
胆
な
手
続
構
想

　

も
と
よ
り
簡
易
裁
判
所
の
創
設
は
、﹁
裁
判
の
民
主
化
が
さ
ら
に
民
衆
化
に
及
び
、
当
初
の
違
警
罪
即
決
例
廃
止
対
案
か
ら
変
じ
て
区
裁

判
所
の
廃
止
、
駆
込
み
寺
的
裁
判
所
の
新
設
へ
と
﹂
つ
な
が
っ
た
も
の
で
あ
る
が）
₃₂
（

、
そ
の
議
論
の
過
程
で
は
、
画
期
的
な
﹁
簡
易
救
済
﹂
の

手
続
提
言
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
ず
、
兼
子
一
委
員
か
ら
、
大
胆
な
構
想
が
示
さ
れ
て
い
た）
₃₃
（

。

　

そ
れ
は
、
①
訴
え
の
提
起
は
、
口
頭
に
よ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と）
₃₄
（

、
②
当
事
者
に
審
尋
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
以
外

は
、
一
切
の
手
続
を
判
事
の
自
由
裁
量
と
す
る
こ
と
、
③
裁
判
書
に
は
、
主
文
、
請
求
の
趣
旨
お
よ
び
原
因
を
記
載
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
、

④
判
決
に
対
す
る
控
訴
は
、
地
方
裁
判
所
の
管
轄
と
す
る
こ
と）
₃₅
（

、
し
か
も
、
⑤
こ
の
控
訴
審
の
訴
訟
手
続
は
、
第
一
審
の
訴
訟
手
続
を
基
礎

と
す
る
こ
と
な
く
、
改
め
て
第
一
審
の
訴
訟
手
続
に
よ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
（
控
訴
審
の
審
理
手
続
に
つ
い
て
、
続
審
制
に
よ
る
こ
と
な
く
、

覆
審
制
に
よ
る
こ
と
）、
さ
ら
に
、
⑥
地
方
裁
判
所
の
控
訴
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
に
上
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
が
、

提
案
さ
れ
て
い
た）
₃（
（

。
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そ
の
内
容
の
詳
細
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
見
解
は
、
審
理
手
続
を
決
定
手
続
化
し
、
裁
判
官
の
後
見
的
な
裁
量
を
広
く
認
め
る
点
で
、

﹁
訴
訟
の
非
訟
化
﹂（
訴
訟
事
件
の
非
訟
事
件
化
）
の
考
え
方
を
含
む
と
さ
え
評
価
で
き
る
﹁
簡
易
救
済
﹂
の
提
言
で
あ
り）
₃₇
（

、
現
在
の
視
点
か

ら
考
え
た
場
合
で
も
、
訴
訟
手
続
を
利
用
で
き
る
機
会
を
保
障
さ
え
す
れ
ば）
₃₈
（

、
体
系
上
正
当
化
し
得
る
制
度
構
想
で
あ
っ
た）
₃₉
（

。

　

ま
た
、
牧
野
英
一
委
員
は
、
簡
易
裁
判
所
の
﹁
民
衆
裁
判
所
﹂
的
な
性
格
作
り
に
も
熱
情
を
示
し
、
そ
の
基
本
姿
勢
を
謳
っ
た
条
文
案
を

提
言
し
た）
₄（
（

。
つ
ま
り
、
刑
事
に
つ
い
て
は
、﹁
・
・
・
良
識
に
従
い
・
・
・
公
共
の
福
祉
と
犯
人
の
更
生
を
考
慮
し
・
・
・
﹂、
民
事
に
つ
い

て
は
、﹁
・
・
・
実
情
に
即
し
、
公
平
の
解
決
を
得
る
た
め
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
依
り
・
・
・
条
理
を
完
う
す
る
・
・
・
﹂（﹁　

﹂
内
、

原
文
）
と
い
う
式
の
文
言
を
織
り
込
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
刑
事
局
か
ら
罪
刑
法
定
主
義

に
基
づ
く
強
い
反
対
論
が
唱
え
ら
れ
、
こ
れ
に
応
じ
て
多
少
の
案
文
修
正
も
示
さ
れ
た
も
の
の
、
結
局
は
採
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
僅
か
に

民
事
訴
訟
法
に
﹁
味
も
色
も
な
い
一
条
﹂（
旧
三
五
二
条
︹﹁
簡
易
裁
判
所
ニ
於
テ
ハ
簡
易
ナ
ル
手
続
ニ
依
リ
迅
速
ニ
紛
議
ヲ
解
決
ス
ル
モ
ノ

ト
ス
﹂︺）
が
入
っ
た
の
み
と
な
っ
た
と
い
う）
₄₁
（

。

　

い
ず
れ
の
見
解
も
、﹁
司
法
・
裁
判
の
民
衆
化
﹂
を
志
向
し
、﹁
簡
易
救
済
﹂
を
具
体
化
す
る
注
目
す
べ
き
見
解
と
考
え
ら
れ
る）
₄₂
（

。

（
7
）　

内
藤
頼
博
﹁
司
法
制
度
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
〇
号
一
六
頁
、
一
六
頁
（
一
九
五
六
年
）。

（
8
）　

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
﹁
わ
が
国
に
お
け
る
裁
判
所
制
度
の
沿
革
（
三
）﹂
法
曹
時
報
九
巻
六
号
七
二
五
頁
、
七
二
九
頁
（
一
九
五
七
年
）。

（
9
）　

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
・
前
掲
論
文
注
（
８
）
七
二
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
10
）　

こ
の
委
員
会
で
、
法
律
の
名
称
を
、
裁
判
所
構
成
法
か
ら
﹁
裁
判
所
法
﹂
に
改
め
る
こ
と
、
お
よ
び
、
最
上
級
裁
判
所
の
名
称
を
﹁
最
高
裁
判
所
﹂
と
す
る
こ
と
な
ど
も
決

定
さ
れ
た
。
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
・
前
掲
論
文
注
（
８
）
七
三
一
頁
。
ち
な
み
に
、
前
者
は
、
旧
憲
法
下
で
は
、
同
五
七
条
一
項
で
﹁
裁
判
所
ノ
構
成
ハ
法
律
ヲ
以

テ
之
ヲ
定
ム
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
構
成
法
と
命
名
さ
れ
、
そ
れ
が
同
法
の
根
拠
規
定
と
さ
れ
た
（
こ
の
名
称
の
点
は
、
ド
イ
ツ
法
と
同
様
で
あ
る
）
が
、

現
行
憲
法
で
は
、
そ
の
種
の
規
定
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
、
ま
た
、
後
者
は
、
旧
憲
法
で
は
最
上
級
の
裁
判
所
の
名
称
に
つ
い
て
は
特
別
の
規

定
が
な
く
、
た
だ
、
裁
判
所
構
成
法
に
お
い
て
﹁
大
審
院
ヲ
最
高
裁
判
所
ト
ス
﹂（
同
法
四
三
条
一
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
現
行
憲
法
で
は
、
憲
法
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易
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法
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一
二

自
体
に
最
高
裁
判
所
の
設
置
や
権
限
等
の
規
定
（
同
七
六
条
、
七
七
条
）
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
・
前
掲
論
文
注
（
８
）
七
三
三
頁

注
（
６
）
を
参
照
。

（
11
）　

こ
の
間
の
事
情
お
よ
び
民
事
訴
訟
法
応
急
措
置
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
川
嶋
四
郎
﹁
民
事
訴
訟
法
改
正
の
基
本
的
課
題
に
関
す
る
一
考
察
︱
︱
﹃
民
事
訴
訟
法

改
正
の
基
本
問
題
と
差
止
訴
訟
の
帰
趨
﹄
の
補
論
を
兼
ね
て
﹂
熊
本
法
学
七
三
号
一
頁
（
一
九
九
二
年
）
な
ど
を
参
照
。

　
　
　

こ
の
終
戦
後
の
民
事
訴
訟
法
改
正
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
菊
井
維
大
﹁
民
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
﹂
我
妻
榮
編
﹃
新
法
令
の
研
究
（
11
）︹
昭
和
二
三
年
度

三
輯
︺﹄
二
七
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
四
九
年
）
で
は
、
こ
の
改
正
法
の
特
色
と
し
て
、
次
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
①
憲
法
等
の
施
行
に
と
も
な
う
条
文

の
整
理
、
②
職
権
主
義
の
退
潮
、
③
直
接
審
理
主
義
の
徹
底
化
、
④
訴
訟
の
迅
速
化
、
⑤
不
要
不
当
の
上
訴
の
防
止
、
⑥
訴
訟
関
係
人
の
権
利
の
伸
長
、
⑦
﹁
手
続
の
簡
易
化
﹂、

お
よ
び
、
⑧
﹁
素
人
性
の
加
味
﹂
で
あ
る
。
後
二
者
は
、
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
﹁
簡
易
救
済
﹂
の
あ
り
方
を
考
え
る
際
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
指
針
で
あ
る
。

（
12
）　

納
谷
廣
美﹁
民
事
訴
訟
制
度
の
改
革
︱
︱
そ
の
軌
跡
と
成
果
﹂高
地
茂
世
＝
納
谷
廣
美
＝
中
村
義
幸
＝
芳
賀
雅
顯﹃
戦
後
の
司
法
制
度
改
革
︱
︱
そ
の
軌
跡
と
成
果
﹄六
三
頁
、

七
二
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）。
こ
こ
で
い
う
四
本
柱
と
は
、
す
な
わ
ち
、
①
上
訴
制
度
の
改
革
（
旧
民
訴
法
四
〇
九
条
ノ
二
、
四
〇
九
条
ノ
三
を
参
照
）、
②
﹁
ア
メ
リ

カ
型
の
訴
訟
観
﹂
を
背
景
と
し
た
民
事
訴
訟
手
続
の
当
事
者
主
義
化
（
同
二
六
一
条
の
削
除
、
同
二
九
四
条
・
二
九
五
条
を
参
照
）、
③
上
訴
裁
判
官
の
負
担
軽
減
（
同
一
九

二
条
ノ
二
、
三
八
四
条
ノ
二
）、
お
よ
び
、
④
簡
易
裁
判
所
の
創
設
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
平
成
民
事
訴
訟
法
改
正
に
お
け
る
四
本
柱
と
、
一
部
重
複
し
て
お
り
、

手
続
法
改
革
の
永
続
性
や
普
遍
性
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
13
）　

違
警
罪
と
は
、
旧
刑
法
が
採
用
し
た
重
罪
お
よ
び
軽
罪
と
並
ぶ
犯
罪
区
分
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
旧
刑
法
第
四
編
四
二
五
～
四
二
九
条
に
、
そ
の
処
罰
項
目

が
規
定
さ
れ
、
ま
た
、
旧
刑
法
四
三
〇
条
に
は
、
前
数
条
に
規
定
す
る
ほ
か
は
各
地
方
の
便
宜
に
よ
り
同
罪
を
定
め
る
こ
と
を
許
容
す
る
旨
さ
え
規
定
さ
れ
て
い
た
（
我
妻
榮

編
集
代
表
﹃
旧
法
令
集
﹄
四
三
一
頁
、
四
四
四

－

四
四
五
頁
︹
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
︺
を
参
照
）。
違
警
罪
に
つ
い
て
は
、
正
式
な
裁
判
に
よ
ら
ず
警
察
署
長
な
ど
の
官
吏
が
、

即
決
処
分
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
こ
と
が
、
違
警
罪
即
決
例
（
一
八
八
六
年
︹
明
治
一
八
年
︺
太
政
官
布
告
三
一
号
）
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
旧
裁
判
所
構
成
法
一

六
条
一
項
第
一
で
、
違
警
罪
に
関
す
る
裁
判
権
が
、
区
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
浅
古
弘
＝
伊
藤
孝
夫
＝
植
田
信
廣
＝
神
保

文
夫
編
﹃
日
本
法
制
史
﹄
二
七
九
頁
（
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）︹
浅
古
弘
執
筆
︺、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
・
後
掲
書
注
（
20
）
四
三
頁
、
六
七
頁
、
さ
ら
に
、
平
野
龍
一
﹃
刑

事
訴
訟
法
﹄
一
四
〇
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）
な
ど
も
参
照
。

（
14
）　

兼
子
一
﹃
裁
判
法
︹
初
版
︺﹄
一
五
〇
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
）。

（
15
）　

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
・
前
掲
論
文
注
（
８
）
七
三
一
頁
。

（
16
）　

小
島
武
司
﹁
岐
路
に
立
つ
簡
易
裁
判
所
﹂
同
﹃
訴
訟
制
度
改
革
の
理
論
﹄
一
四
三
頁
、
一
四
五

－

一
四
六
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
七
七
年
︹
初
出
、
一
九
七
一
年
︺）
は
、
戦



（　
　

）

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
法
的
救
済
過
程
に
関
す
る
覚
書

同
志
社
法
学　

六
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巻
一
号�

一
三

一
三
一
三

前
に
は
、
第
一
審
新
受
件
数
の
八
割
五
分
を
区
裁
判
所
が
処
理
し
、
地
方
裁
判
所
が
処
理
す
る
件
数
は
一
割
五
分
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
内
田
恒
久
﹁
裁
判
所
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
﹂
法
曹
時
報
二
二
巻
九
号
一
頁
、
二
七
頁
（
一
九
七
〇
年
）
を
引
用
し
て
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
年
）
に
は
、

地
方
裁
判
所
七
割
三
分
、
簡
易
裁
判
所
二
割
七
分
に
逆
転
す
る
に
至
っ
て
お
り
、﹁
簡
易
裁
判
所
は
、
民
事
訴
訟
に
関
す
る
限
り
む
し
ろ
閑
散
と
も
い
う
べ
き
状
態
﹂
に
な
っ

て
い
る
と
指
摘
し
、
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
な
ど
と
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
五
年
）
改
正
法
に
よ
る
簡
易
裁
判
所
の
事
物
管

轄
の
引
上
げ
が
提
言
さ
れ
て
い
た
。
内
田
・
同
頁
を
参
照
。

（
17
）　

た
だ
、
こ
こ
で
い
う
﹁
ス
モ
ー
ル
・
ク
レ
イ
ム
ズ
・
コ
ー
ト
の
思
想
﹂
の
具
体
的
な
意
味
内
容
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
時
期
、
後
述
（
後
注
（
23
））

す
る
パ
ウ
ン
ド
の
考
え
方
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
担
当
者
な
ど
と
の
頻
繁
な
接
触
も
あ
り
、
立
案
担
当
者
の
中
で
は
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　

ち
な
み
に
、
パ
ウ
ン
ド
の
法
思
想
は
、
戦
後
間
も
な
く
の
日
本
の
司
法
運
営
に
も
、
理
念
面
・
精
神
面
で
は
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

初
代
最
高
裁
判
所
長
官
と
な
っ
た
三
淵
忠
彦
は
、
初
登
庁
後
に
﹁
国
民
諸
君
へ
の
挨
拶
﹂
と
題
す
る
初
会
見
を
行
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
、
パ
ウ
ン
ド
の
言
葉
を
引
い
て
次
の
よ

う
に
語
っ
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
裁
判
所
が
正
義
と
公
平
と
を
実
現
す
る
事
は
肝
要
な
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
肝
要
な
の
は
国
民
が
裁
判
所
は
正
義
と
公
平
と
を
実
現
す

る
と
こ
ろ
だ
と
信
ず
る
事
で
あ
る
。﹂
と
の
前
置
き
を
し
た
上
で
、﹁
・
・
・
裁
判
所
は
国
民
の
権
利
を
擁
護
し
、
防
衛
し
、
正
義
と
公
平
と
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

封
建
時
代
の
様
に
圧
政
政
府
の
手
先
に
な
っ
て
国
民
を
弾
圧
し
、
迫
害
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
と
に
民
主
的
憲
法
の
下
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
は
真
実
に
国
民
の
裁
判
に

な
り
き
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
国
民
各
自
が
裁
判
所
は
国
民
の
裁
判
所
で
あ
る
と
信
じ
て
裁
判
所
を
信
用
し
、
信
頼
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
の
使
命
の
達
成
は
到
底
望
み
え

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
裁
判
所
を
し
て
真
に
国
民
の
裁
判
所
と
な
し
、
国
民
の
信
用
を
博
し
信
頼
を
維
持
せ
し
め
る
為
に
は
、
裁
判
所
自
ら
が
良
き
裁
判
所
と
な
り
良
き
裁
判

を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
勿
論
で
あ
り
ま
す
。・・・
﹂
と
述
べ
、
最
高
裁
判
所
お
よ
び
下
級
裁
判
所
が
、﹁
国
民
の
裁
判
所
﹂
と
な
る
べ
き
こ
と
を
力
説
し
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
、

五
鬼
上
堅
磐
﹁
最
高
裁
判
所
の
成
立
前
後
﹂
法
の
支
配
一
八
号
三
三
頁
、
三
九
頁
（
一
九
六
九
年
）
か
ら
の
引
用
。

（
18
）　

畔
上
英
治
﹁
裁
判
所
法
等
制
定
当
時
の
思
い
出
﹂
自
由
と
正
義
三
七
巻
八
号
四
五
頁
、
四
八
頁
（
一
九
八
六
年
）。

（
19
）　

兼
子
・
前
掲
書
注
（
14
）
一
五
〇
頁
。

（
20
）　

こ
れ
は
、
英
米
法
に
お
け
るM

agistrates’ C
ourt, Justice of the P

eace C
ourt, Justice C

ourt

な
ど
を
想
起
さ
せ
る
名
称
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
英
米
法
の
影
響
の
大

き
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
も
、
こ
の
種
の
制
度
が
見
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
三
ケ
月
章
﹁
フ
ラ
ン
ス
の
司
法
制
度
に
つ
い

て
︱
︱
そ
の
歴
史
的
背
景
と
現
在
の
問
題
な
ら
び
に
改
革
の
動
向
。
あ
わ
せ
て
日
本
と
の
対
比
﹂
同
﹃
民
事
訴
訟
法
研
究
︹
第
四
巻
︺﹄
一
〇
三
頁
（
有
斐
閣
、一
九
六
六
年
︹
初

出
、
一
九
六
四
年
︺）
な
ど
も
参
照
。

　
　
　

ち
な
み
に
、
日
本
で
も
、
一
八
八
二
年
（
明
治
一
四
年
）
の
治
罪
法
の
制
定
に
と
も
な
っ
て
、
区
裁
判
所
の
呼
称
が
﹁
治
安
裁
判
所
﹂
と
改
称
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
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と
え
ば
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
﹃
裁
判
所
百
年
史
﹄
二
三
頁
（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九
〇
年
）、
林
屋
礼
二
﹃
明
治
期
民
事
裁
判
の
近
代
化
﹄
二
三
頁
、
四
七
頁
（
東
北

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
21
）　

畔
上
・
前
掲
論
文
注
（
18
）
四
八
頁
。

（
22
）　

畔
上
・
前
掲
論
文
注
（
18
）
四
八
頁
。

（
23
）　

し
か
も
、
こ
こ
か
ら
、
ロ
ス
コ
ー
・
パ
ウ
ン
ド
の
指
摘
と
重
な
り
あ
う
通
奏
低
音
を
感
じ
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ウ
ン
ド
は
、
と
く
に
都
市
に
お
け
る
少
額

裁
判
手
続
の
た
め
に
特
別
の
配
慮
を
な
す
べ
き
こ
と
を
力
説
し
、
少
額
裁
判
所
に
こ
そ
、
法
が
、
個
人
お
よ
び
社
会
の
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
の
生
き
た
力
で
あ
る
と
感
じ
る

に
至
る
場
所
で
あ
る
（R

oscoe P
ound, T

he A
dm

inistration of Justice in the M
odern C

ity, 26 H
arvard L

aw
 R

eview
, 302, 315

︹1913

︺）
と
、
論
じ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
　
　

パ
ウ
ン
ド
は
、
こ
の
論
文
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
︿
・
・
・
少
額
訴
訟
の
た
め
の
適
切
な
規
定
を
設
け
、
貧
し
い
人
々
の
訴
訟
を
迅
速
、
低
廉
か
つ
適
切
に
処
理
し
、
人
口
の
流
動
化
す
る
社
会
に
お
け
る
債
務
の
取
立
て
や
、

人
口
が
稠
密
し
、人
種
や
言
語
が
多
様
化
し
た
多
忙
な
人
々
の
間
で
生
じ
る
大
量
の
少
額
紛
争
の
た
め
の
適
切
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、ま
さ
に
、

多
く
の
人
々
の
心
に
即
座
に
響
く
司
法
運
営
（the adm

inistration of justice

）
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
少
額
裁
判
所
こ
そ
、
過
去
に
法
に
出
会
っ
た
経
験
が
あ
ま
り
に
し

ば
し
ば
警
察
官
の
恣
意
的
か
つ
裁
量
的
な
処
理
の
み
と
い
っ
た
経
験
を
も
っ
た
大
多
数
の
都
会
の
人
々
が
、
法
と
い
う
も
の
が
社
会
の
利
益
だ
け
で
は
な
く
個
人
の
利
益
を
も

保
障
す
る
生
き
た
力
（a living force

）
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
個
人
の
道
徳
的
・
社
会
的
生
活
へ
の
強
い
社
会
的
な
利
益
が
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
争
い
が
ち
な
相
手
方
に
対
抗
す
る
た
め
の
保
護
手
段
が
厄
介
で
高
く
つ
く
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
個
人
の
意
思
が
恣
意
的
に
他
者
の
意
思
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
く

な
る
と
す
れ
ば
、社
会
全
体
に
と
っ
て
損
失
と
な
る
。
ア
メ
リ
カ
法
に
対
す
る
大
多
数
の
国
民
の
最
も
多
く
の
不
満
は
、実
体
法
の
諸
原
則
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
、

そ
れ
を
強
制
的
に
実
現
す
る
機
構
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
訴
訟
に
お
い
て
実
効
性
の
な
い
ル
ー
ル
を
や
む
を
得
ず
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
っ
た
状
況
が
頻
発

し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。﹀

　
　
　

こ
れ
は
、
今
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
前
︹
日
本
の
戦
後
時
で
さ
え
、
四
半
世
紀
以
上
前
︺
の
指
摘
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
鮮
や
か
な
光
彩
を
放
つ
言
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当

時
の
ア
メ
リ
カ
都
市
部
に
お
け
る
司
法
ア
ク
セ
ス
と
司
法
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
が
、
現
在
の
日
本
全
国
に
お
け
る
司
法
ア
ク
セ
ス
や
司
法
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
に

と
っ
て
さ
え
、
示
唆
的
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
24
）　

畔
上
・
前
掲
論
文
注
（
18
）
四
八
頁
。

（
25
）　

と
く
に
、
最
下
級
の
裁
判
所
に
関
す
る
比
較
法
的
考
察
と
し
て
、
三
ケ
月
・
前
掲
論
文
注
（
３
）
二
〇
一
頁
を
参
照
。
同
書
二
四
二
頁
注
（
９
）
で
は
、
こ
の
よ
う
な
最
下
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級
の
裁
判
所
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
川
嶋
四
郎
﹃
民
事
訴
訟
過
程
の
創
造
的
展
開
﹄
二
六
五
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）︹
ア
メ
リ
カ
の
少

額
裁
判
制
度
と
の
関
係
で
、
イ
メ
ー
ジ
の
重
要
性
を
指
摘
︺
な
ど
も
参
照
。

（
26
）　

以
下
は
、
内
藤
・
前
掲
論
文
注
（
７
）
一
八
頁
、
畔
上
・
前
掲
論
文
注
（
18
）
四
八
頁
な
ど
に
よ
る
。

（
27
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
述
三
２
⑶
を
参
照
。

（
28
）　

畔
上
・
前
掲
論
文
注
（
18
）
四
八
頁
。
も
っ
と
も
、
条
文
化
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
た
﹁
官
僚
的
慎
重
さ
﹂
な
ど
が
作
用
し
て
現
行
規
定
（
裁
判
所
法
四
五
条
）
と
な
り
、

新
裁
判
所
発
足
当
時
は
、
県
知
事
、
大
学
教
授
経
験
者
等
の
﹁
変
わ
り
種
の
人
々
﹂
も
簡
易
裁
判
所
判
事
と
な
り
、
若
干
の
﹁
大
岡
裁
き
﹂
的
な
も
の
も
散
見
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
や
が
て
、
い
つ
の
間
に
か
、﹁
ミ
ニ
地
裁
﹂
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
同
頁
を
参
照
。

（
29
）　

内
藤
・
前
掲
論
文
注
（
７
）
一
八
頁
。

（
30
）　

そ
の
後
、
事
物
管
轄
の
基
準
と
な
る
訴
額
は
、
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）
に
は
三
万
円
に
、
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
年
）
に
は
一
〇
万
円
に
、
一
九
七
〇
年
（
昭
和

四
五
年
）
に
は
三
〇
万
円
に
、
一
九
八
二
年
（
昭
和
五
七
年
）
に
は
九
〇
万
円
に
、
一
九
九
八
年
（
平
成
一
六
年
）
に
は
一
四
〇
万
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
ら
れ
、
今
日

に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
間
、
簡
易
裁
判
所
の
設
立
当
初
の
理
念
の
変
容
が
徐
々
に
生
じ
、
そ
の
度
合
い
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
西
村
宏
一
﹁
地
裁
と
簡
裁
の

事
物
管
轄
分
配
の
問
題
﹂
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
〇
一
号
八
六
頁
（
一
九
六
七
年
）
な
ど
も
参
照
。

　
　
　

さ
ら
に
、と
く
に
、一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
五
年
）
に
お
け
る
簡
易
裁
判
所
の
事
物
管
轄
の
拡
大
に
関
す
る
資
料
を
含
む
、内
田
・
前
掲
解
説
注
（
16
）
二
八

－

二
九
頁
の
﹁
昭

和
二
九
年
法
律
第
一
二
六
号
に
つ
い
て
の
提
案
理
由
説
明
（
抄
）﹂
に
は
、
裁
判
所
法
の
下
に
お
け
る
簡
易
裁
判
所
が
、
裁
判
所
構
成
法
下
の
区
裁
判
所
と
は
、﹁
多
少
そ
の
設

置
の
趣
旨
を
異
に
す
る
点
が
な
い
わ
け
で
は
﹂
な
い
と
認
識
し
つ
つ
も
、
①
審
級
制
度
を
大
局
的
に
見
れ
ば
、
簡
易
裁
判
所
と
地
方
裁
判
所
の
不
均
衡
（
前
掲
注
（
16
）
参
照
）

を
是
正
し
、民
事
第
一
審
事
件
を
適
切
に
分
配
す
る
こ
と
が
簡
易
裁
判
所
設
置
の
本
旨
に
沿
う
こ
と
、お
よ
び
、②
簡
易
裁
判
所
事
件
の
上
告
審
が
高
等
裁
判
所
で
あ
る
関
係
上
、

ひ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
こ
と
を
指
摘
し
、
事
物
管
轄
の
引
き
上
げ
を
提
言
し
て
い
る
。

　
　
　

こ
の
よ
う
に
、
事
物
管
轄
の
基
準
と
な
る
訴
額
の
問
題
が
、
上
訴
規
整
・
規
制
の
問
題
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
市
民
に
身
近
な
﹁
簡
易
救
済
﹂
の
実
現
の
役
割
を
担
う

べ
き
簡
易
裁
判
所
が
、
唯
一
の
最
高
裁
判
所
の
負
担
軽
減
を
間
接
的
に
実
現
す
べ
き
役
割
さ
え
も
、
す
で
に
担
わ
さ
れ
て
い
た
。

（
31
）　

簡
易
裁
判
所
判
事
の
定
年
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
年
）
法
律
第
一
号
で
、
六
五
歳
が
、
七
〇
歳
に
改
め
ら
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

（
32
）　

畔
上
・
前
掲
論
文
注
（
18
）
四
八
頁
。

（
33
）　

そ
の
紹
介
と
し
て
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
・
前
掲
論
文
注
（
８
）
七
三
三
頁
注
（
５
）
参
照
。
以
下
は
、
こ
の
文
献
に
よ
る
。

（
34
）　

当
時
の
区
裁
判
所
に
お
け
る
通
常
の
訴
訟
手
続
で
も
、
旧
々
民
訴
法
三
七
四
条
に
口
頭
起
訴
（
現
、
口
頭
提
訴
）
の
規
定
が
存
在
し
た
。
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（
35
）　

こ
れ
は
、
簡
易
裁
判
所
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
高
等
裁
判
所
が
控
訴
審
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
区
別
す
る
趣
旨
の
提
案
で
あ
っ
た
。

（
36
）　

な
お
、
続
審
制
、
覆
審
制
な
ど
、
一
般
に
、
民
事
控
訴
審
の
審
理
構
造
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
川
嶋
四
郎
﹃
民
事
訴
訟
法
﹄
八
九
六

－

八
九
七
頁
（
日
本
評
論
社
、
二

〇
一
三
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
37
）　

な
お
、竹
崎
博
允
﹁
簡
易
裁
判
所
の
適
正
配
置
に
つ
い
て
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
一
号
一
〇
頁
、一
〇
頁
（
一
九
八
六
年
）
に
も
、こ
の
兼
子
委
員
の
見
解
と
そ
の
後
の
帰
結
が
、

以
下
の
よ
う
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
事
の
手
続
に
関
し
て
は
、
少
額
裁
判
制
度
の
導
入
の
視
点
か
ら
覆
審
制
の
導
入
な
ど
、
当
事
者
の
審
尋
を
必
要

と
す
る
ほ
か
は
一
切
の
手
続
を
判
事
の
自
由
裁
量
と
す
る
よ
う
な
大
胆
な
構
想
も
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
結
局
、
地
方
裁
判
所
の
手
続
を
基
本
と
し
て
、

旧
法
下
の
区
裁
判
所
に
認
め
ら
れ
て
い
た
、
口
頭
起
訴
（
現
、
口
頭
提
訴
）、
準
備
書
面
不
要
に
加
え
て
、
簡
易
呼
出
し
、
証
人
尋
問
に
代
わ
る
書
面
の
提
出
な
ど
、
若
干
の

特
則
を
設
け
る
に
と
ど
ま
っ
た
と
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
38
）　

た
と
え
ば
、
最
大
決
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
年
）
七
月
六
日
・
民
集
一
四
巻
九
号
一
六
五
七
頁
︹
強
制
調
停
違
憲
判
決
事
件
︺、
最
大
判
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
年
）

六
月
三
〇
日
・
民
集
一
九
巻
四
号
一
〇
八
九
頁
︹
夫
婦
同
居
審
判
事
件
︺、
最
大
決
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六
五
年
）
六
月
三
〇
日
・
民
集
一
九
巻
四
号
一
一
一
四
頁
︹
婚
姻
費

用
分
担
事
件
︺
な
ど
を
参
照
。

　
　
　

な
お
、
た
と
え
ば
、
労
働
審
判
制
度
、
犯
罪
被
害
者
の
損
害
賠
償
命
令
制
度
な
ど
の
法
体
系
に
お
け
る
位
置
付
け
、
そ
の
他
、﹁
訴
訟
と
非
訟
の
連
携
﹂
も
参
照
。
川
嶋
・

前
掲
書
注
（
36
）
三
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
39
）　

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
少
額
裁
判
所
の
構
想
は
、
実
質
的
に
見
た
場
合
に
、
そ
の
後
の
少
額
裁
判
所
構
想
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
西
村
・

前
掲
論
文
注
（
30
）
八
六

－
八
七
頁
、小
島
・
前
掲
論
文
注
（
16
）
一
五
七

－

一
五
八
頁
、斎
藤
秀
夫
＝
西
村
宏
一
＝
小
室
直
人
＝
林
屋
礼
二
編
﹃
注
解
民
事
訴
訟
法
︹
第
二
版
︺

（
八
）︹
証
拠
（
二
）・
簡
易
裁
判
所
ノ
訴
訟
手
続
ニ
関
ス
ル
特
則
︺﹄
三
五
八
頁
︹
斎
藤
秀
夫
＝
賀
集
唱
執
筆
︺（
第
一
法
規
、
一
九
九
三
年
）、
吉
村
徳
重
＝
小
島
武
司
編
﹃
注

釈
民
事
訴
訟
法
（
七
）︹
証
拠
（
二
）・
簡
易
裁
判
所
手
続
︺﹄
三
三
三
頁
以
下
︹
小
島
武
司
執
筆
︺（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）、
新
堂
幸
司
﹁
民
事
訴
訟
の
目
的
論
か
ら
な
に

を
学
ぶ
か
﹂
同
﹃
民
事
訴
訟
制
度
論
の
役
割
﹄
一
〇
一
頁
、
二
四
七
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
︹
初
出
、
一
九
八
二
年
︺）
な
ど
を
参
照
。

　
　
　

さ
ら
に
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
編
﹃
簡
易
裁
判
所
︱
︱
庶
民
の
裁
判
所
を
め
ざ
し
て
﹄
六
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
六
年
）
も
参
照
。

（
40
）　

畔
上
・
前
掲
論
文
注
（
18
）
四
八
頁
。
以
下
も
、
こ
の
論
文
に
よ
る
。

（
41
）　

こ
の
﹁
味
も
色
も
な
い
一
条
﹂
は
、
現
行
民
訴
法
二
七
〇
条
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
﹁
味
も
色
も
な
い
﹂
と
い
っ
た
表
現
の
中
に
、
立
法
技
術
の
問
題
は
さ
て
お

い
て
も
、
希
望
に
燃
え
、
期
待
を
込
め
て
そ
の
創
設
が
論
じ
ら
れ
た
当
時
の
立
案
プ
ロ
セ
ス
の
一
端
と
そ
の
結
果
の
あ
る
種
の
﹁
落
差
﹂
と
﹁
落
胆
﹂
を
垣
間
見
る
こ
と
も
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
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（
42
）　

簡
易
裁
判
所
の
創
設
に
関
し
て
は
、﹁
司
法
の
民
主
化
﹂
を
さ
ら
に
促
進
さ
せ
る
﹁
司
法
・
裁
判
の
民
衆
化
﹂
へ
の
志
向
が
深
く
窺
わ
れ
る
。

　
　
　

た
と
え
ば
、
簡
易
裁
判
所
の
新
設
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
第
九
二
帝
国
議
会
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
裁
判
所
法
案
提
案
理
由
や
、
衆
議
院
特
別
委
員
会
に
お
け
る
裁
判

所
法
案
説
明
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
会
議
提
案
理
由
と
し
て
は
、﹁
簡
易
裁
判
所
は
、
軽
微
な
民
事
、
刑
事
の
事
件
を
扱
い
、
全
国
数
箇

所
に
こ
れ
を
設
け
、
簡
易
な
手
続
に
よ
っ
て
争
議
の
実
情
に
即
し
た
裁
判
を
す
る
様
工
夫
致
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
司
法
の
民
衆
化
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
少
か
ら
ざ
る

も
の
が
あ
ろ
う
と
期
待
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。﹂
と
。
ま
た
、
委
員
会
説
明
と
し
て
は
、﹁
簡
易
裁
判
所
は
、
民
事
、
刑
事
の
軽
微
な
事
件
の
み
を
取
り
扱
う
の
で
あ
り
ま

し
て
、
今
回
新
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
種
軽
微
な
事
件
を
処
理
致
す
た
め
に
全
国
に
数
多
く
こ
れ
を
設
け
て
、
簡
易
な
手
続
に
よ
っ
て
争
議
の
実
情
に
即
し

た
裁
判
を
す
る
様
と
く
に
工
夫
を
致
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
制
度
は
、
司
法
の
民
衆
化
に
も
貢
献
す
る
と
こ
ろ
少
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
ろ
う
と
期
待
致
さ
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。﹂、
と
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
内
藤
・
前
掲
書
注
（
１
）︹
第
三
分
冊
︺
九
五
〇
頁
以
下
を
参
照
。
こ
こ
で
も
、﹁
司
法
の
民
衆
化
﹂
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

な
お
、
司
法
法
制
審
議
会
の
第
一
小
委
員
会
で
は
、
主
と
し
て
、
第
三
回
お
よ
び
第
四
回
委
員
会
に
お
い
て
、
簡
易
裁
判
所
の
問
題
が
審
議
さ
れ
て
い
る
。
内
藤
・
前
掲
書

注
（
１
）︹
第
三
分
冊
︺
一
四
八
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、
畔
上
・
前
掲
論
文
注
（
18
）
四
八
頁
も
参
照
。

　
　
　

ま
た
、
簡
易
裁
判
所
の
創
設
当
初
に
お
け
る
理
想
か
ら
は
か
な
り
乖
離
す
る
が
、
一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
年
）
八
月
に
公
表
さ
れ
た
﹃
臨
時
司
法
制
度
調
査
会
意
見
書
﹄

に
も
、
簡
易
裁
判
所
改
革
の
提
言
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
基
本
的
に
簡
易
裁
判
所
の
区
裁
判
所
化
の
状
況
を
追
認
し
、
む
し
ろ
こ
の
方
向
で
新
た
な
裁
判
制
度

の
あ
り
方
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、臨
時
司
法
制
度
調
査
会
﹃
臨
時
司
法
制
度
調
査
会
意
見
書
﹄
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
六
四
号
（
一
九
六
四
年
）︹﹁
綴

込
付
録
﹂
と
し
て
、
同
意
見
書
の
全
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。︺、
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
〇
七
号
（
一
九
六
四
年
）
な
ど
を
参
照
。

　
　
　

な
お
、
本
文
で
述
べ
た
簡
易
裁
判
所
の
手
続
に
関
す
る
大
胆
な
構
想
は
、
現
在
の
よ
う
な
閉
塞
し
た
時
代
状
況
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
戦
後
間
も
な
く
の
頃
の
﹁
自
由
と
民

主
主
義
に
対
す
る
純
粋
な
希
望
﹂
が
存
在
し
た
時
代
に
お
け
る
民
事
手
続
過
程
、
と
り
わ
け
民
事
訴
訟
過
程
の
可
能
性
の
探
究
へ
の
意
気
込
み
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

少
し
の
時
を
経
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
し
か
し
、
市
民
に
身
近
な
よ
り
良
い
裁
判
所
、
つ
ま
り
柔
軟
で
簡
易
な
法
的
救
済
機
構
を
構
築
す
る
試
み
と
し
て
高
く
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
現
在
で
は
期
待
さ
え
で
き
か
ね
る
が
、
当
時
の
立
案
担
当
者
の
自
由
な
発
想
に
基
づ
く
創
造
的
な
手
続
構
想
力
に
は
、
驚
嘆
と

尊
敬
の
念
を
禁
じ
え
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
手
続
の
規
模
に
関
し
て
は
、
大
き
な
径
庭
が
あ
る
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
規
模
な
公
共
的
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
訴
訟

手
続
・
執
行
手
続
の
過
程
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
法
的
救
済
の
実
効
化
の
た
め
の
多
様
な
手
続
創
造
を
行
っ
て
い
る
状
況
と
比
較
し
て
も
、
興
味
深
い
。
事
案
・
事
件
即
応
的

で
適
切
な
手
続
構
築
へ
の
志
向
で
あ
り
、﹁
法
の
な
か
の
エ
ク
イ
テ
ィ
な
る
も
の
﹂（
藤
倉
皓
一
郎
﹁
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
裁
判
所
の
現
代
型
訴
訟
へ
の
対
応
︱
︱
法
の
な
か
の

エ
ク
イ
テ
ィ
な
る
も
の
﹂
石
井
紫
郎
＝
樋
口
範
雄
編
﹃
外
か
ら
見
た
日
本
法
﹄
三
二
七
頁
︹
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
︺）
の
探
究
と
具
体
化
の
試
み
で
あ
る
と
も
評
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価
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
ス
タ
ン
ス
の
現
在
性
は
、
あ
る
程
度
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三　
「
簡
易
救
済
」
と
そ
れ
を
支
え
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　

―
―
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
「
司
法
・
裁
判
の
民
衆
化
」
の
探
究

１　

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
「
簡
易
救
済
」
の
理
念

⑴
　
意
　
義

　

簡
易
裁
判
所
は
、
国
民
に
と
っ
て
身
近
で
利
用
し
や
す
い
裁
判
所
で
あ
り
、
簡
易
・
迅
速
・
低
廉
な
手
続
に
よ
り
、
民
主
的
か
つ
常
識
的

な
内
容
で
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
を
、
そ
の
役
割
と
す
る）
₄₃
（

。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
役
割
を
実
現
す
る
た
め
の
訴
訟
手
続
の
特
則
な
ど
が
要
請

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

簡
易
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
は
、
こ
れ
ま
で
、
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
第
一
審
訴
訟
手
続
の
特
則
と
し
て
、
略
式
化
さ
れ
た
手
続
に
着

目
し
、
そ
こ
で
の
い
く
つ
か
の
手
続
は
﹁
略
式
訴
訟
手
続
﹂
と
概
念
化
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
当
事
者
の
視
点

か
ら
見
た
場
合
に
は
、
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
以
外
の
多
様
な
手
続
を
も
包
括
し
つ
つ
、﹁
簡
易
救
済
手
続
﹂
と
し
て
再
定
位
す
る
こ

と
が
で
き
る）
₄₄
（

。

　

す
な
わ
ち
、
簡
易
裁
判
所
の
通
常
の
訴
訟
手
続
（
民
訴
法
二
七
〇
条
～
二
八
〇
条
）
や
、
少
額
訴
訟
手
続
（
同
三
六
八
条
～
三
八
一
条
）

な
ど
の
略
式
訴
訟
手
続
だ
け
で
は
な
く
、
訴
え
提
起
前
の
和
解
（
同
二
七
五
条
）、
和
解
に
代
わ
る
決
定
の
手
続
（
同
二
七
五
条
の
二
）、
民

事
調
停
の
手
続
（
民
事
調
停
法
）
や
督
促
手
続
（
民
訴
法
三
八
二
条
～
四
〇
二
条
）
な
ど
を
も
含
む
、
簡
易
裁
判
所
の
手
続
全
体
を
支
配
す

る
法
的
救
済
の
原
理
は
、﹁
簡
易
救
済
﹂
で
あ
り
、
地
方
裁
判
所
と
比
較
し
て
、
よ
り
簡
易
に
法
的
救
済
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
裁
判
所
と
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し
て
の
役
割
が
、
そ
こ
で
は
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
う
簡
易
性
は
、
ア
ク
セ
ス
の
し
や
す
さ
だ
け
で
は
な
く
、
使
い
や
す
さ
を

も
意
味
す
る
。
費
用
、
時
間
、
労
力
な
ど
の
相
対
的
か
つ
総
体
的
な
少
な
さ
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、﹁
国
民
が
自
分
で
で
き
る
納
得

裁
判
﹂
）
₄₅
（

を
実
現
で
き
る
手
続
機
会
の
提
供
を
も
意
味
し
て
い
る
。
使
い
や
す
さ
は
、
分
か
り
や
す
さ
を
も
包
含
し
、
市
民
に
と
っ
て
分
か
り

や
す
い
言
葉
で
、
第
三
者
、
時
に
は
法
専
門
家
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト
を
得
な
が
ら
も
、
い
わ
ば
当
事
者
自
身
に
よ
る
﹁
手
作
り
の
救
済
﹂
を
可

能
に
で
き
る
手
続
空
間
を
提
供
す
る
と
い
う
意
味
も
存
在
し
た
。

　

ま
た
、
た
と
え
ば
、
よ
り
具
体
的
に
見
た
場
合
に
、
口
頭
提
訴
の
許
容
（
民
訴
法
二
七
一
条
）、
訴
状
の
必
要
的
記
載
事
項
の
緩
和
（
同

二
七
二
条
）
お
よ
び
準
備
書
面
の
不
要
化
（
同
二
七
六
条
）
は
、
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
口
頭
で
の
や
り
と
り
を
通
じ
た
い
わ
ば
本
来
の
口

頭
弁
論
の
あ
り
方
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
少
額
訴
訟
手
続
に
お
け
る
一
期
日
審
理
・
即
日
判
決
の
原
則
（
同
三
七
〇
条
・
三
七

四
条
）
の
適
用
場
面
と
と
も
に
、
民
事
裁
判
の
本
来
の
原
初
的
な
形
態
、
つ
ま
り
﹁
民
事
訴
訟
の
原
風
景
﹂
で
あ
り
﹁
民
事
訴
訟
の
原
型
﹂）
₄（
（

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
﹁
簡
易
救
済
﹂
は
、
簡
易
な
訴
訟
手
続
に
よ
る
迅
速
な
判
決
（
特
に
、
債
務
名
義
）
の
取
得
を
超
え
て
、
当
事
者
の
ニ
ー
ズ

に
即
応
し
た
多
様
な
民
事
救
済
手
続
の
準
備
と
そ
の
活
用
可
能
性
の
展
開
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑵
　
簡
易
裁
判
所
の
役
割
論
の
複
線
化

　

簡
易
裁
判
所
の
役
割
論
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
先
に
少
し
垣
間
見
た
よ
う
に
、﹁
少
額
裁
判
所
的
性
格
﹂
と
﹁
小
型
地
裁
的

性
格
﹂
す
な
わ
ち
﹁
第
一
審
管
轄
分
担
的
性
格
﹂
と
の
間
の
拮
抗
関
係
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
い
わ
ば
二
兎
を
追
う
こ
と
の
当
否
や
そ

の
正
当
性
・
正
統
性
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
一
九
九
六
年
（
平
成
八
年
）
の
民
事
訴
訟
法
改
正
で
は
、
ミ
ニ
地
裁
化
し
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
業

者
事
件
（
サ
ラ
金
事
件
、
信
販
事
件
等
）
で
占
拠
さ
れ
て
い
た
簡
易
裁
判
所
に
、
少
額
訴
訟
手
続
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
簡
易
裁
判
所
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の
﹁
少
額
裁
判
所
的
性
格
﹂
の
発
揮
は
少
額
訴
訟
手
続
に
委
ね
、
そ
れ
以
外
の
事
件
処
理
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
簡
易
裁
判
所
の
﹁
第
一

審
管
轄
分
担
的
性
格
﹂
の
手
続
に
委
ね
る
と
い
う
、
簡
易
裁
判
所
内
の
訴
訟
手
続
に
お
け
る
い
わ
ば
﹁
役
割
棲
分
け
論
﹂）
₄₇
（

が
有
力
に
な
っ
て

き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
現
在
の
簡
易
裁
判
所
の
役
割
論
に
関
す
る
望
ま
し
い
見
方
や
展
望
と
し
て
は
、
簡
易
裁
判
所
が
、
市
民
に
最
も
身
近
な
裁
判
所

と
し
て
、﹁
少
額
裁
判
所
的
性
格
﹂、﹁
第
一
審
管
轄
分
担
的
性
格
﹂、
お
よ
び
、
後
述
の
よ
う
な
紛
争
解
決
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
一
般
市
民
の

多
様
な
ニ
ー
ズ
に
適
切
に
応
え
得
る
﹁
多
様
な
市
民
ニ
ー
ズ
即
応
的
性
格
﹂（
↓
２
）
を
、
す
べ
て
、
い
わ
ば
三
位
一
体
的
に
発
揮
す
べ
き

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
切
な
こ
と
は
、
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
（
プ
ロ
セ
ス
）
の
局
面
で
、

当
事
者
が
い
か
に
主
体
的
に
自
己
の
紛
争
解
決
の
た
め
に
躍
動
で
き
る
か
で
あ
る
。
制
度
設
営
者
の
視
点
か
ら
は
、簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
、

そ
の
よ
う
に
当
事
者
が
主
体
的
に
救
済
形
成
を
可
能
に
で
き
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
実
質
的
に
提
供
で
き
る
か
に
あ
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

２　

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
様
々
な
特
質

　

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
簡
易
裁
判
所
の
制
度
に
は
、
地
方
裁
判
所
と
比
較
し
て
、
組
織
面
で
も
手
続
面
で
も
、
次
に
概
観
す
る
よ
う
に
、
様
々

な
特
質
が
見
ら
れ
る）
₄₈
（

。

1
　
組
織
面
で
の
特
質

　

ま
ず
、
組
織
面
で
は
、
た
と
え
ば
、
①
旧
裁
判
所
構
成
法
下
で
用
い
ら
れ
て
い
た
区
裁
判
所
と
い
う
名
称
を
廃
止
し
、﹁
庶
民
の
裁
判
所
﹂

と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
簡
易
裁
判
所
と
い
う
新
た
な
名
称
を
採
用
し
た
こ
と
、
②
区
裁
判
所
の
設
置
箇
所
（
二
七
三
か
所
）
と
比
較
し
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て
、
創
設
当
初
に
は
、
二
倍
以
上
の
数
（
五
五
七
か
所
）
の
簡
易
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
（
現
在
は
、
四
三
八
か
所
）、
③
簡
易
裁
判

所
判
事
と
い
う
法
曹
資
格
を
有
し
な
い
者
が
裁
判
官
と
な
る
こ
と
を
認
め
、
現
に
、
制
度
の
発
足
当
初
は
、
多
様
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
を
有

す
る
者
が
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
さ
れ
た
こ
と）
₄₉
（

、
④
簡
易
裁
判
所
で
は
、
訴
額
（
当
初
、
五
〇
〇
〇
円
）
に
よ
る
事
物
管
轄
の
制
限
を
設

け
た
こ
と
（
こ
の
点
は
、
一
〇
〇
円
と
い
う
訴
額
に
よ
る
制
限
を
設
け
る
と
と
も
に
、
迅
速
処
理
を
必
要
と
す
る
と
の
理
由
か
ら
、
訴
額
に

か
か
わ
ら
ず
、
旧
裁
判
所
構
成
法
一
四
条
一
項
第
二
が
、
家
屋
の
賃
貸
借
関
係
、
不
動
産
の
経
界
︹
境
界
︺、
占
有
関
係
、
雇
用
関
係
、
旅

人
関
係
の
事
件
な
ど
に
つ
い
て
、
区
裁
判
所
の
管
轄
を
認
め
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
事
件
類
型
に
応
じ
た
規
律
を
廃
止
し
た
こ
と
）、
⑤

国
民
の
司
法
参
加
の
一
環
と
し
て
、
司
法
委
員
の
制
度
（
民
訴
法
二
七
九
条
↓
後
述
⑶
）
を
設
け
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
⑥
い
わ
ゆ
る
独
立
簡

裁
な
ど
、
地
方
の
小
型
の
簡
易
裁
判
所
の
建
物
は
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
近
付
き
や
す
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
⑦
簡
易
裁
判
所
の
施
設
設
備
に
工
夫
を
凝
ら
し
、
近
時
市
民
の
ア
ク
セ
ス
の
利
便
性
を
向
上
す
る
た
め
に
、
開
放
的
で
親
身
な
受
付

カ
ウ
ン
タ
ー
な
ど
を
設
置
し
た
こ
と
な
ど
を
、
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る）
₅（
（

。

⑵
　
手
続
面
で
の
特
質

　

次
に
、
手
続
面
で
は
、
当
事
者
の
利
便
性
を
図
る
た
め
の
規
定
と
、
裁
判
所
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

　

当
事
者
の
利
便
性
を
図
る
た
め
の
規
定
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
①
口
頭
に
よ
る
訴
え
の
提
起
（
民
訴
法
二
七
一
条
）、
②
訴
状
記
載
の
簡

略
化
、
す
な
わ
ち
、
訴
え
の
提
起
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
べ
き
事
項
の
緩
和
（
同
二
七
二
条
）、
③
裁
判
所
へ
の
任
意
の
出
席
（
条
文
上
は
、

﹁
出
頭
﹂）
に
よ
る
訴
え
の
提
起
な
ど
（
同
二
七
三
条
）、④
弁
護
士
代
理
の
原
則
の
例
外
と
し
て
の
許
可
代
理
の
制
度
（
同
五
四
条
一
項
但
書
）

を
設
け
、
ま
た
、
認
定
司
法
書
士
に
よ
る
代
理
を
許
容
し
た
こ
と
（
司
法
書
士
法
三
条
一
項
六
号
）、
⑤
準
備
書
面
の
省
略
な
ど
（
民
訴
法

二
七
六
条
）、
⑥
続
行
期
日
に
お
け
る
陳
述
の
擬
制
（
同
二
七
七
条
以
下
）
を
も
認
め
た
こ
と
、
⑦
尋
問
に
代
わ
る
書
面
の
提
出
を
許
容
し
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た
こ
と
（
同
二
七
八
条
）、
⑧
少
額
訴
訟
手
続
（
同
三
六
八
条
以
下
）
お
よ
び
少
額
訴
訟
債
権
執
行
手
続
（
民
執
法
二
五
条
但
書
、
同
一
六

七
条
の
二
以
下
）
を
創
設
し
た
こ
と
、
⑨
訴
え
提
起
前
の
和
解
（
い
わ
ゆ
る
﹁
即
決
和
解
﹂）
の
制
度
が
存
在
し
、
そ
の
和
解
が
調
わ
な
い

場
合
の
弁
論
の
規
定
（
民
訴
法
二
七
五
条
一
項
・
二
項
）
も
存
在
す
る
こ
と
、
⑩
和
解
に
代
わ
る
決
定
の
制
度
（
同
二
七
五
条
の
二
）
が
新

た
に
設
け
ら
れ
た
こ
と）
₅₁
（

、
⑪
調
停
手
続
（
民
調
一
条
以
下
）、
お
よ
び
、
⑫
督
促
手
続
（
民
訴
法
三
八
二
条
以
下
）、
⑬
手
形
・
小
切
手
訴
訟

手
続
（
民
訴
法
三
五
〇
条
以
下
）
の
利
用
可
能
性
な
ど
を
、挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
手
続
メ
ニ
ュ
ー
の
準
備
こ
そ
が
、

現
代
の
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
﹁
多
様
な
市
民
ニ
ー
ズ
即
応
的
性
格
﹂
で
あ
り
、
複
雑
な
現
代
社
会
に
お
け
る
紛
争
解
決
プ
ロ
セ
ス
に
対
す

る
一
般
市
民
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
適
切
に
応
え
得
る
可
能
性
を
開
き
、
制
度
の
利
用
者
で
あ
る
当
事
者
の
納
得
と
満
足
を
増
進
さ
せ
る
重
要

な
契
機
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

簡
易
裁
判
所
サ
イ
ド
に
と
っ
て
の
負
担
軽
減
と
し
て
は
、た
と
え
ば
、①
訴
額
に
か
か
わ
ら
ず
、行
政
訴
訟
事
件
が
除
外
さ
れ
た
こ
と
（
裁

判
所
法
三
三
条
一
項
一
号
か
っ
こ
書
）、
②
訴
訟
の
目
的
の
価
額
の
算
定
が
で
き
な
い
と
き
、
ま
た
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
地
方

裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
も
の
と
し
た
こ
と
（
民
訴
法
八
条
二
項
）、
③
簡
易
裁
判
所
の
管
轄
事
件
で
も
地
方
裁
判
所
が
審
理
判
断
す
る
こ

と
を
認
め
る
こ
と
（
同
一
六
条
二
項
︹
管
轄
違
い
の
場
合
の
取
扱
い
︺、
一
八
条
︹
簡
易
裁
判
所
の
裁
量
移
送
︺、
一
九
条
二
項
︹
必
要
的
移

送
︺）、
④
反
訴
の
提
起
に
基
づ
く
移
送
（
同
二
七
四
条
）、
⑤
尋
問
に
代
わ
る
書
面
の
提
出
（
同
二
七
八
条
）、
⑥
調
書
記
載
の
簡
略
化
（
民

訴
規
一
七
〇
条
）、⑦
判
決
書
の
記
載
事
項
（
民
訴
法
二
八
〇
条
）
の
ほ
か
、⑧
司
法
委
員
に
よ
る
和
解
勧
試
の
補
助
等
（
同
二
七
九
条
一
項
）

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
簡
易
裁
判
所
裁
判
官
に
つ
い
て
の
除
斥
・
忌
避
の
裁
判
は
地
方
裁
判
所
が
行
う
こ
と
（
民
訴
法
二
五
条
一
項
）
も
、
こ
の
範
疇
に

含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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3
　
司
法
委
員
の
制
度

　

①　

制
度
の
意
義

　

簡
易
裁
判
所
は
、
人
的
側
面
で
も
﹁
司
法
・
裁
判
の
民
衆
化
﹂
を
推
進
す
る
た
め
に
、
人
的
側
面
で
も
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
法
曹

資
格
を
有
し
な
い
者
で
も
簡
易
裁
判
所
判
事
や
調
停
委
員
と
な
れ
る
こ
と
、
弁
護
士
に
よ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
裁
判
官
の
制
度
に
加
え
て
、
司

法
委
員
の
制
度
（
民
訴
法
二
七
九
条
）
が
存
在
す
る
。
こ
の
制
度
が
、
戦
後
司
法
制
度
改
革
時
に
お
い
て
、
簡
易
裁
判
所
の
民
衆
化
に
貢
献

す
る
こ
と
が
、
と
く
に
期
待
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
改
め
て
取
り
上
げ
た
い
。

　

こ
の
制
度
は
、
簡
易
裁
判
所
が
、﹁
簡
易
救
済
﹂
を
実
現
す
る
た
め
の
市
民
に
身
近
な
親
し
み
や
す
い
裁
判
所
で
あ
る
の
で
、
そ
の
裁
判

プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
、
国
民
の
健
全
な
良
識
と
感
性
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ

り
、
法
曹
資
格
を
有
し
な
い
簡
易
裁
判
所
判
事
の
制
度
、
民
事
調
停
法
の
民
事
調
停
制
度
、
家
事
事
件
手
続
法
の
家
事
調
停
制
度
や
参
与
員

制
度
な
ど
と
同
様
に
、﹁
司
法
の
民
主
化
﹂
ひ
い
て
は
﹁
司
法
・
裁
判
の
民
衆
化
﹂
を
支
え
、
国
民
の
司
法
参
加
制
度
の
一
翼
を
担
う
重
要

な
制
度
で
あ
る）
₅₂
（

。

　

②　

資
格
等

　

現
在
ど
の
程
度
意
識
さ
れ
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
が）
₅₃
（

、
司
法
委
員
の
制
度
は
、
簡
易
裁
判
所
創
設
当
時
に
お
け
る
立
法
担

当
者
の
悲
願
と
し
て
、
一
般
に
、
官
僚
的
な
裁
判
制
度
の
中
に
素
人
性
を
加
味
し
て
、
司
法
の
民
主
化
・
民
衆
化
を
図
る
べ
き
こ
と
を
、
人

的
組
織
面
で
現
実
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
背
景
的
に
は
、
学
識
経
験
者
等
が
、
す
で
に
戦
前
か
ら
、
各
種
調
停
関
係
法
に
よ
る
調
停
委
員
と

し
て
、
ま
た
戦
後
に
は
、
家
事
審
判
所
に
お
け
る
参
与
員
ま
た
は
調
停
委
員
と
し
て
活
用
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
裁
判
所
に
お

け
る
民
事
紛
争
を
解
決
す
る
際
に
、
裁
判
官
以
外
の
民
間
人
を
活
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
に
見
て
も
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な
実



（　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

二
四

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
法
的
救
済
過
程
に
関
す
る
覚
書

二
四
二
四

績
や
制
度
拡
大
の
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
司
法
委
員
制
度
の
円
滑
な
導
入
の
背
景
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

司
法
委
員
と
な
る
べ
き
者
の
選
任
に
際
し
て
の
資
格
や
員
数
な
ど
の
必
要
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
あ
る
司
法
委
員
規
則
（
一
九
四

八
年
︹
昭
和
二
三
年
︺
最
高
裁
規
二
九
号
）
の
定
め
に
よ
る
（
民
訴
法
二
七
九
条
四
項
・
五
項
参
照
）
が
、
地
方
裁
判
所
は
、﹁
良
識
の
あ

る
者
そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
﹂
の
中
か
ら
、
司
法
委
員
と
な
る
べ
き
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
司
委
規
一
条
）。
司
法
委

員
候
補
者
は
、
法
律
専
門
家
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
し
て
も
、
健
全
な
良
識
、
豊
富
な
知
識
経
験
の
あ
る
者
で
、
当
事
者
の
主
張
、
意
見
を

あ
る
程
度
聴
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
力
量
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
民
訴
法
二
七
九
条
四
項
は
、
司
法
委

員
候
補
者
の
選
定
基
準
な
ど
を
最
高
裁
判
所
規
則
に
委
任
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
裁
判
所
が
、
司
法
委
員
規
則
に
よ
り
、
司
法
委
員
と
な
る
べ
き
者
を
﹁
良
識
の
あ
る
者
そ
の
他
適
当
と
認
め

ら
れ
る
者
﹂
を
管
轄
簡
易
裁
判
所
の
意
見
を
聴
い
て
選
任
す
る
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
選
任
に
際
し
て
無
作
為
選
任
方
式
を
採
用
し
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
市
民
の
司
法
参
加
と
は
い
っ
て
も
、
司
法
側
に
よ
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
経
た
に
す
ぎ
な
い
市
民
参
加
の
制

度
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
制
限
的
な
司
法
参
加
の
制
度
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
い
っ
た
ん
選
任
し
た
後
に
﹁
司
法
委
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
﹂
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
選
任
を
取
り
消
す

こ
と
に
な
る
（
司
委
規
五
条
）。
職
務
の
廉
潔
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
司
法
委
員
と
な
る
べ
き
者
に
、
選
任
後
に
、
選
任
前
に
お
け
る
﹁
ふ

さ
わ
し
く
な
い
行
為
﹂
が
判
明
し
た
場
合
に
も
、
類
推
適
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

司
法
委
員
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
司
法
委
員
と
な
る
べ
き
者
の
選
任
に
関
し
必
要
な
事
項
の
定
め
は
、
地
方
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
（
司
委
規
八
条
）。
簡
易
裁
判
所
が
そ
の
特
質
を
遺
憾
な
く
発
揮
で
き
る
た
め
に
は
、
簡
易
裁
判
所
で
個
別
的
に
掌
理
す
る
裁
判
官

か
ら
意
見
を
聴
く
制
度
を
超
え
て
、
簡
易
裁
判
所
自
体
が
、
司
法
委
員
の
選
任
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
で
き
る
制
度
設
計
が
望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
独
立
簡
易
裁
判
所
等
、
規
模
の
小
さ
な
簡
易
裁
判
所
は
、
現
行
通
り
の
規
律
で
や
む
を
得
な
い
面
は
な
く
は
な
い
も
の
の
、
よ
り
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広
域
で
の
人
材
交
流
や
巡
回
方
式
で
の
期
日
の
開
催
な
ど
も
試
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

③　

制
度
の
利
用
の
変
遷

　

こ
の
司
法
委
員
の
職
務
の
実
績
に
つ
い
て
は
、
興
味
深
い
変
遷
が
見
ら
れ
る
。

　

一
九
五
〇
年
代
頃
か
ら
六
〇
年
代
頃
は
、
司
法
委
員
の
活
用
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
そ
の
活
用
が
次
第
に
多
く

な
り
、
と
く
に
元
号
が
平
成
と
な
っ
て
か
ら
、
司
法
委
員
が
関
与
し
た
訴
訟
事
件
数
が
年
々
増
加
し
、
一
九
九
一
年
（
平
成
三
年
）
以
後
、

司
法
委
員
が
関
与
し
て
成
立
し
た
訴
訟
上
の
和
解
は
、
そ
の
和
解
件
数
の
過
半
数
を
超
え
て
い
る
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
次
の
諸
点
が
考
え
ら
れ
る）
₅₄
（

。

　

第
一
の
理
由
は
、
司
法
委
員
の
若
返
り
（
司
法
委
員
に
つ
い
て
は
、
調
停
委
員
の
よ
う
に
﹁
四
〇
年
以
上
七
〇
年
未
満
﹂
と
い
う
法
規
上

の
年
齢
制
限
は
な
い
。）
を
図
る
と
同
時
に
、
専
門
的
知
識
経
験
を
有
す
る
者
を
司
法
委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
生
活
関
係
に

関
す
る
複
雑
な
訴
訟
な
ど
に
つ
い
て
和
解
を
補
助
さ
せ
る
な
ど
の
方
策
が
採
ら
れ
、
実
績
を
上
げ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
の
理
由
は
、
司
法
委
員
の
訴
訟
関
与
方
式
に
つ
い
て
、﹁
開
廷
日
立
会
方
式
﹂
や
﹁
事
件
指
定
方
式
﹂
な
ど
、
事
件
の
性
質
に
応
じ

た
指
定
方
式
を
採
用
す
る
な
ど
、
各
簡
易
裁
判
所
に
ふ
さ
わ
し
い
方
策
案
が
、
工
夫
さ
れ
実
施
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
東
京
簡
易
裁
判
所
で
は
、
い
わ
ゆ
る
﹁
市
民
型
紛
争
事
件
﹂
で
も
、
司
法
委
員
制
度
が
活
用
さ
れ
て
き
た）
₅₅
（

。
す
な
わ
ち
、
一
九
九

四
年
（
平
成
六
年
）
九
月
の
東
京
二
三
区
内
に
あ
っ
た
一
二
の
簡
易
裁
判
所
の
統
合
に
合
わ
せ
て
、
少
額
裁
判
所
と
し
て
の
役
割
を
充
実
強

化
す
る
た
め
、
一
般
市
民
の
日
常
生
活
か
ら
生
じ
る
財
産
上
の
争
い
の
う
ち
、
争
点
が
比
較
的
少
な
く
、
内
容
が
余
り
複
雑
で
な
い
事
件
、

す
な
わ
ち
﹁
市
民
型
紛
争
事
件
﹂
を
、
で
き
る
だ
け
分
か
り
や
す
い
簡
単
な
手
続
で
迅
速
か
つ
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
の
た

め
の
実
施
要
領
に
お
い
て
は
、
こ
の
種
の
事
件
で
は
、
原
則
と
し
て
司
法
委
員
を
指
定
し
、
司
法
委
員
は
訴
訟
の
審
理
に
最
初
か
ら
最
後
ま
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で
立
ち
会
っ
て
、
訴
訟
上
の
和
解
の
補
助
は
も
と
よ
り
、
終
結
し
た
場
合
に
は
、
事
実
認
定
等
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
、
意
見
聴
取
の
面
で

も
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
少
額
訴
訟
制
度
の
導
入
の
た
め
の
実
験
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、

現
在
の
よ
う
に
少
額
訴
訟
に
司
法
委
員
を
活
用
す
る
基
盤
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）
₅（
（

。
た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
な
側
面

も
な
く
は
な
い
も
の
の
、
本
来
の
制
度
趣
旨
で
あ
る
﹁
司
法
・
裁
判
の
民
衆
化
﹂
を
人
的
側
面
か
ら
具
体
化
す
べ
き
要
請
も
存
在
し
た
の
で

あ
り
、
民
事
訴
訟
法
改
正
に
向
け
た
動
き
が
予
定
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
中
で
、
民
事
訴
訟
法
研
究
者
の
裁
判
所
と
の
出
会
い
（
実
務
﹁
理
解
﹂

の
契
機
作
り
）
を
実
現
す
る
側
面
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一
九
九
八
年
（
平
成
一
〇
年
）
か
ら
、
少
額
訴
訟
事
件
の
審
理
が
始
ま
っ
た
が
、
そ
こ
で
も
、
司
法
委
員
制
度
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
大
阪
簡
易
裁
判
所）
₅₇
（

で
は
、
少
額
訴
訟
集
中
係
に
お
い
て
、
一
事
件
あ
た
り
の
審
理
予
定
時
間
は
、
一
時
間
程
度
に
と
ど
ま
る

こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
全
件
に
つ
い
て
司
法
委
員
が
関
与
し
、
審
理
の
終
了
後
、
裁
判
官
は
、
司
法
委
員
を
介
し
て
の
和
解
を
勧
告
し

て
お
き
、
待
機
し
て
い
た
別
の
司
法
委
員
と
と
も
に
、
次
の
事
件
の
審
理
を
開
始
す
る
と
い
っ
た
運
用
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
東
京
簡
易
裁
判
所）
₅₈
（

で
も
、
先
に
述
べ
た
﹁
市
民
型
紛
争
事
件
﹂
の
試
み
の
成
果
を
受
け
て
、
少
額
訴
訟
手
続
で
も
原
則
と
し
て
司

法
委
員
に
立
会
い
を
求
め
て
い
る
。
一
般
市
民
を
対
象
と
す
る
こ
の
手
続
に
お
い
て
は
、
司
法
委
員
が
立
ち
会
う
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
官
だ

け
の
審
理
よ
り
も
、
証
拠
調
べ
や
和
解
勧
告
に
お
い
て
、
当
事
者
に
と
っ
て
親
し
み
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
幅
広
い
訴
訟
運
営
が
期
待
で
き

る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
東
京
簡
易
裁
判
所
の
少
額
訴
訟
に
お
け
る
司
法
委
員
の
関
与
率
は
、
一
九
九
八
年
度
（
平
成
一
〇
年
度
）
以
降
は
約
六
〇
パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
通
常
訴
訟
に
つ
い
て
も
司
法
委
員
の
関
与
率
が
増
加
し
て
い
る
。
簡
易
裁
判
所
は
一
般
市
民
に
身
近
で
親
し
み
や
す
い

裁
判
所
と
な
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
少
額
訴
訟
の
上
限
を
超
え
る
一
般
市
民
間
の
紛
争
に
つ
い
て
も
少
額
訴
訟
手
続
に
準

じ
た
迅
速
な
処
理
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
こ
で
、
簡
易
裁
判
所
で
は
、
少
額
訴
訟
事
件
の
処
理
で
蓄
え
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
少
額
訴
訟
事
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件
以
外
の
市
民
間
の
民
事
訴
訟
事
件
に
も
活
用
し
て
き
た
。

　

二
〇
〇
四
年
（
平
成
一
六
年
）
四
月
一
日
施
行
の
裁
判
所
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
簡
易
裁
判
所
の
事
物
管
轄
が
九
〇
万
円
か
ら
一
四
〇
万

円
に
拡
大
さ
れ
、
同
日
施
行
の
民
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
少
額
訴
訟
の
上
限
が
三
〇
万
円
か
ら
六
〇
万
円
に
拡
大
さ
れ
た
。
そ
れ
に

と
も
な
い
、
事
件
の
増
加
が
予
測
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
東
京
簡
易
裁
判
所
で
は
少
額
訴
訟
を
専
門
に
取
り
扱
う
係
が
新
設
さ
れ
、
ま
た
、
少

額
訴
訟
以
外
の
一
般
市
民
間
の
訴
訟
を
﹁
市
民
訴
訟
﹂
と
名
付
け
て
新
し
い
審
理
方
式
を
試
み
て
い
た
。
少
額
訴
訟
や
﹁
市
民
訴
訟
﹂
の
迅

速
か
つ
適
切
な
解
決
に
は
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
司
法
委
員
の
役
割
が
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う）
₅₉
（

。

　

ま
た
、
第
三
の
理
由
は
、
貸
金
返
還
請
求
関
係
の
事
件
数
の
増
加
に
由
来
す
る
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
裁
判
所
で

は
、
裁
判
官
に
代
わ
っ
て
司
法
委
員
に
和
解
案
を
作
成
さ
せ
る
方
法
の
効
用
が
認
識
さ
れ
、
そ
れ
が
、
限
ら
れ
た
司
法
資
源
の
下
で
の
有
効

な
事
件
処
理
に
つ
な
が
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
、
理
由
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
、
和
解
の
内
容
的
な
合

法
性
、
合
理
性
お
よ
び
履
行
可
能
性
な
ど
を
確
保
す
る
た
め
に
、
簡
易
裁
判
所
を
頻
繁
に
利
用
す
る
金
融
会
社
や
信
販
会
社
の
基
本
ス
タ
ン

ス
（
と
く
に
﹁
譲
歩
﹂
に
関
す
る
基
本
姿
勢
）
を
予
め
理
解
し
て
事
件
に
臨
む
こ
と
は
、
簡
易
迅
速
な
訴
訟
上
の
和
解
の
成
立
と
そ
の
後
の

任
意
履
行
の
可
能
性
の
増
進
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

　

今
後
は
、
和
解
の
勧
試
を
補
助
す
る
役
割
だ
け
で
は
な
く
、
司
法
委
員
の
制
度
創
設
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、
審
理
に
立
ち
会
い
意
見
を
述

べ
る
役
割
面
で
の
積
極
的
な
活
躍
も
期
待
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
は
、
調
停
委
員
の
活
動
ほ
ど
に
は
必
ず
し
も
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
今
後
、
よ
り
一
層
活
動
情
報
に
関
す
る
開
示
を
行
っ
た
り
、
当
事
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

し
、
そ
の
ニ
ー
ズ
調
査
や
評
価
な
ど
も
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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⑷
　
簡
易
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
に
お
け
る
審
理
面
で
の
特
質
：「
一
体
型
審
理
」）
（（
（

　

①　

意　

義

　

簡
易
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
、
と
り
わ
け
少
額
訴
訟
事
件
の
審
理
は
、
通
常
の
訴
訟
事
件
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
訴
訟
資
料
と
証
拠
資
料

の
峻
別
を
行
う
こ
と
な
く
（
つ
ま
り
、
弁
論
と
証
拠
調
べ
︹
と
く
に
具
体
的
に
は
、
当
事
者
本
人
尋
問
︺
と
を
明
確
に
分
け
る
こ
と
な
く
）、

裁
判
所
が
、
訴
状
、
答
弁
書
、
準
備
書
面
、
書
証
等
に
基
づ
い
て
、
当
事
者
か
ら
紛
争
の
実
情
を
聴
き
な
が
ら
、
訴
訟
資
料
と
証
拠
資
料
と

を
適
宜
獲
得
し
て
行
く
と
い
う
、
弁
論
と
証
拠
調
べ
を
一
体
化
し
た
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
裁
判
所
サ
イ
ド
か
ら
見
て
、﹁
一

体
型
審
理
﹂）
（₁
（

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

②　

背
景
と
実
際

　

少
額
訴
訟
手
続
で
は
一
期
日
審
理
の
原
則
（
民
訴
法
三
七
〇
条
）
の
下
で
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ

た
実
務
で
あ
り
、
ま
た
、
少
額
訴
訟
の
審
理
の
仕
方
と
し
て
、
証
人
尋
問
は
宣
誓
を
さ
せ
な
い
で
す
る
こ
と
が
で
き
（
同
三
七
二
条
一
項
。

当
事
者
尋
問
に
際
し
て
は
、
も
と
も
と
宣
誓
を
さ
せ
な
い
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
二
〇
七
条
一
項
参
照
）、
し
か
も
、
証
人
ま
た
は
当

事
者
本
人
の
尋
問
は
、
裁
判
官
が
相
当
と
認
め
る
順
序
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
同
三
七
二
条
二
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
一
期

日
審
理
の
原
則
の
下
に
お
け
る
主
張
の
整
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
特
段
に
規
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
実
務
上
こ
の
よ
う

な
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る）
（₂
（

。

　

た
し
か
に
、
一
般
市
民
に
と
っ
て
は
、
日
常
生
活
で
﹁
論
よ
り
証
拠
﹂
な
ど
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
は
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
主
張
と

証
拠
の
区
別
の
観
念
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
人
訴
訟
の
場
合
に
は
、
当
事
者
尋
問
で
は
本
人
の
尋
問
を
担

当
す
る
者
が
い
な
い
こ
と
か
ら
、
裁
判
官
が
尋
問
を
行
い
当
事
者
本
人
が
裁
判
官
に
答
え
る
こ
と
は
、
一
般
の
市
民
感
覚
か
ら
す
る
と
、
主
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張
で
も
あ
り
証
拠
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
少
額
訴
訟
の
審
理
手
続
に
お
い
て
、
従
来
型
の
通
常
の
訴
訟
手
続
の

よ
う
に
、
主
張
を
整
理
し
争
点
を
確
定
し
た
後
に
当
事
者
尋
問
を
行
っ
て
も
、
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
に
な
り
か
ね
ず
、
当
事
者
に
と
っ
て

は
そ
の
こ
と
が
逆
に
分
か
り
に
く
く
、
状
況
に
よ
っ
て
は
、
反
復
し
て
聞
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
事
者
が
疑
わ
れ
て
い
る
と
さ
え
感
じ
る

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

実
務
で
は
、
こ
の
よ
う
な
﹁
一
体
型
審
理
﹂
の
方
法
が
、
少
額
訴
訟
に
適
し
た
審
理
方
法
と
し
て
す
で
に
定
着
し
、
さ
ら
に
、
よ
り
進
め

て
、
同
時
に
書
証
の
取
調
べ
や
証
人
尋
問
も
一
体
型
の
審
理
に
よ
っ
て
行
う
運
用
さ
え
見
ら
れ
る
と
い
う
。

　

た
だ
し
、
例
外
も
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
、
事
案
の
内
容
や
当
事
者
の
言
動
等
か
ら
考
え
、
偽
証
を
牽
制
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
尋
問
前
に
宣
誓
を
さ
せ
る
と
い
う
従
来
型
の
審
理
の
手
続
を
採
用
し
た
り
、
次
に
、
第
二
に
、
当
事

者
間
の
感
情
的
な
対
立
が
激
し
い
場
合
や
事
実
の
存
否
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
対
立
が
あ
る
場
合
な
ど
で
、
対
話
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
裁
判
所
は
粛
々
と
争
点
・
証
拠
の
整
理
お
よ
び
証
拠
調
べ
を
行
い
判
決
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
、

さ
ら
に
、
第
三
に
、
当
事
者
一
方
ま
た
は
双
方
に
弁
護
士
や
認
定
司
法
書
士
が
つ
い
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
も
、
後
述
の
例
外
は
あ
る
も
の

の
、
実
際
に
は
﹁
一
体
型
審
理
﹂
が
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
主
張
と
証
拠
の
区
別
は
、
民
事
訴
訟
審
理
の
核
心
の
一
翼
を
担
う
弁
論
主
義
の
一
要
素
で
あ
り
、
機
能
的
に
は
、
不
意
打
ち
を

防
止
し
、
当
事
者
の
手
続
保
障
に
奉
仕
す
る
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
通
常
、﹁
一
体
型
審
理
﹂
で
は
実
施
さ
れ
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、﹁
当
事
者
が
法
廷
で
述
べ
る
こ
と
は
、
主
張
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
証
拠
と
し
て
も
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
﹂

旨
を
注
意
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
審
理
方
法
を
用
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
そ
の
際
、
そ
の
注
意
内
容
を
当
事
者
が
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
よ
り
丁
寧
な
説
明
を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。）。

　

ま
た
、
一
期
日
審
理
に
際
し
て
、
裁
判
官
は
、
適
時
に
争
点
お
よ
び
証
拠
の
整
理
を
行
い
な
が
ら
、
相
互
の
対
話
を
促
進
さ
せ
、
釈
明
権
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を
行
使
し
、
さ
ら
に
、
相
手
方
か
ら
の
反
対
尋
問
を
も
許
し
な
が
ら
、
た
と
え
判
決
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
不
意
打
ち
を
防
止
し
手
続
保
障

が
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
に
、
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
常
生
活
に
お
け
る
一
般
の
市
民
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か
に
、﹁
論

よ
り
証
拠
﹂
な
ど
と
い
う
諺
や
﹁
論
拠
﹂
な
ど
と
い
っ
た
用
語
は
あ
る
も
の
の
、
そ
も
そ
も
、
あ
る
意
味
で
主
張
は
証
拠
で
も
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
主
張
と
そ
の
立
証
と
い
う
考
え
方
は
非
現
実
的
と
考
え
ら
れ
る
場
合
さ
え
、
少
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

③　

効
用
と
可
能
性

　

こ
の
よ
う
に
、
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
法
廷
で
、
当
事
者
と
（
法
服
を
着
て
い
な
い
）
裁
判
官
・
裁
判
所
書
記
官
等
が
膝
を
つ
き
あ
わ
せ
て

対
話
を
重
ね
な
が
ら
判
決
や
和
解
等
に
至
る
審
理
方
法
は
、
新
し
い
裁
判
の
か
た
ち
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
や
り
と
り
は
、
両
当

事
者
・
裁
判
官
が
同
じ
平
面
に
立
っ
た
水
平
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
対
話
の
中
で
紛
争
の
原
因
が
取
り
除
か
れ
た
り
、
あ
る
い

は
、
縮
小
し
た
り
（
ま
た
、
自
己
を
再
認
識
し
た
り
、
自
己
の
認
識
や
考
え
を
改
め
た
り
）
し
て
、
和
解
が
成
立
す
る
可
能
性
も
高
ま
る
と

考
え
ら
れ
る
。
基
本
的
な
訴
訟
指
揮
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
従
前
の
手
続
や
審
理
の
プ
ロ
セ
ス
自
体
の
成
果
が
反
映
し
た
﹁
和
解
的
判
決
﹂）
（₃
（

に
結
実
で
き
る
よ
う
な
工
夫
が
望
ま
れ
る
。
こ
の
点
で
、
実
務
で
は
、﹁
一
体
型
審
理
﹂
の
結
果
、﹁
仮
に
和
解
に
至
ら
ず
、
判
決
に
至
っ
た

と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
対
話
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
裁
判
所
に
よ
る
各
争
点
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
事
者
の
事
案

に
対
す
る
理
解
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
一
体
型
審
理
の
過
程
そ
の
も
の
が
全
体
と
し
て
当
事
者
に
対
す
る
判
決
理
由
の
説
明
に

も
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。﹂）
（₄
（

と
い
う
、訴
訟
過
程
に
お
け
る
﹁
対
話
に
よ
る
紛
争
解
決
機
能
﹂
に
関
す
る
興
味
深
い
指
摘
も
見
ら
れ
る
。

　

な
お
、
実
務
で
は
、
当
事
者
一
方
ま
た
は
双
方
に
弁
護
士
や
認
定
司
法
書
士
が
つ
い
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
が
、﹁
一
体
型
審
理
﹂

の
方
法
か
従
来
型
の
審
理
の
方
法
か
を
尋
ね
て
、そ
こ
で
了
解
が
取
れ
る
と
、﹁
一
体
型
審
理
﹂
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
仮
に
そ
の
種
の
訴
訟
代
理
人
が
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
代
理
人
の
立
場
に
配
慮
を
示
し
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
当
事
者
本
人
が
主



（　
　

）

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
法
的
救
済
過
程
に
関
す
る
覚
書

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

三
一

三
一
三
一

体
的
に
主
張
し
立
証
を
し
て
い
く
機
会
を
保
障
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、﹁
一
体
型
審
理
﹂
を
実
施
す
る
こ
と
も
、
考
え
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
審
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
弁
論
主
義
の
機
能
と
し
て
の
手
続
保
障
を
貫
徹
す
る
立
場
か
ら
、
消
極
的
な
立
場
も

示
さ
れ
か
ね
な
い
が
、
し
か
し
、
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
官
の
積
極
的
な
役
割
、
裁
判
官
に
よ
る
主
張
の
確
認
、
お
よ
び
、
事
実
認
定

に
お
い
て
自
由
心
証
主
義
（
民
訴
法
二
四
七
条
）
が
採
用
さ
れ
て
お
り
弁
論
の
全
趣
旨
で
さ
え
証
拠
調
べ
の
結
果
と
と
も
に
事
実
認
定
の
基

礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
現
行
民
事
訴
訟
法
の
建
前
か
ら
す
れ
ば
、
許
容
可
能
な
審
理
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。

　

少
額
訴
訟
の
審
理
過
程
で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
当
事
者
の
躍
動
の
機
会
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
基
礎
は
、

裁
判
官
の
﹁
事
情
聴
取
型
﹂
の
審
理
で
は
な
く
、
当
事
者
の
﹁
発
話
促
進
型
﹂
の
審
理
の
志
向
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
前
提
と
し
て
は
、
第
一
に
、
両
当
事
者
お
よ
び
裁
判
所
に
お
け
る
事
前
準
備
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
二
に
、

こ
の
事
前
準
備
の
点
と
も
関
わ
る
が
、
と
く
に
裁
判
官
等
は
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
事
件
記
録
を
熟
読
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、

第
三
に
、
裁
判
官
の
頭
の
中
で
は
﹁
一
体
型
審
理
﹂
の
過
程
を
通
じ
て
要
件
事
実
論
的
な
整
理
が
な
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
人
訴
訟

を
追
行
す
る
当
事
者
本
人
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
裁
判
官
は
、
争
点
・
証
拠
の
説
明
と
不
意
打
ち
の
防
止
に
は

十
分
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
四
に
、
争
点
が
確
定
し
て
い
な
い
の
で
、
漂
流
型
の
審
理
に
な
ら
な
い
よ
う
に
工
夫
す
る
必
要
が
あ
り
、

ま
た
、
裁
判
官
に
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
力
量
が
要
求
さ
れ
、
さ
ら
に
、
第
五
に
、
こ
の
審
理
に
関
す
る
裁
判
官
の
基
本
姿
勢
と
も
関
わ

る
が
、
裁
判
官
は
、
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
丁
寧
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
43
）　

た
と
え
ば
、
佐
藤
歳
二
﹁
簡
易
裁
判
所
の
役
割
と
訴
訟
手
続
﹂
伊
藤
眞
＝
徳
田
和
幸
編
﹃
講
座
・
新
民
事
訴
訟
法
Ⅲ
﹄
一
七
三
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
九
八
年
）、
青
柳
馨
﹁
簡

易
裁
判
所
﹂
三
宅
省
三
＝
塩
崎
勤
＝
小
林
秀
之
編
集
代
表
﹃
新
民
事
訴
訟
法
大
系
︱
︱
理
論
と
実
務
（
三
）﹄
三
七
九
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
44
）　

川
嶋
四
郎
﹁
略
式
訴
訟
の
争
点
︱
︱
﹃
簡
易
救
済
手
続
﹄
の
現
状
と
課
題
﹂
伊
藤
眞
＝
山
本
和
彦
編
﹃
民
事
訴
訟
法
の
争
点
﹄
二
七
〇
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
45
）　

た
と
え
ば
、
川
嶋
・
前
掲
書
注
（
25
）
一
一
五
頁
、
二
七
八
頁
な
ど
を
参
照
。
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（
46
）　

た
と
え
ば
、
川
嶋
・
前
掲
書
注
（
36
）
九
六
六
頁
。

　
　
　

な
お
、
現
在
で
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
民
事
訴
訟
の
﹁
第
三
の
波
﹂
の
立
場
か
ら
は
、
仮
差
押
え
、
仮
処
分
の
民
事
保
全
手
続
が
、﹁
紛

争
処
理
の
原
型
で
あ
り
理
念
型
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
井
上
治
典
﹁
民
事
保
全
へ
の
視
座
︱
︱
被
保
全
権
利
と
具
体
的
措
置
﹂
中
野
貞
一
郎
＝
原
井

龍
一
郎
＝
鈴
木
正
裕
編
﹃
民
事
保
全
講
座
⑴
︹
基
本
理
論
と
法
比
較
︺﹄
八
三
頁
、
八
八
頁
（
法
律
文
化
社
、
一
九
九
六
年
）。

（
47
）　

た
と
え
ば
、
先
に
挙
げ
た
、
兼
子
＝
竹
下
・
前
掲
書
注
（
３
）
二
一
三
頁
注
（
３
）
な
ど
を
参
照
。

（
48
）　

た
と
え
ば
、
池
田
辰
夫
編
﹃
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
民
事
訴
訟
法
﹄
二
六
二
頁
︹
川
嶋
四
郎
執
筆
︺（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
二
年
）、
川
嶋
・
前
掲
書
注
（
36
）
九
六
三
頁
な
ど
も

参
照
。

（
49
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
注
（
28
）
を
参
照
。

（
50
）　

そ
の
受
付
で
は
、
い
わ
ゆ
る
﹁
接
遇
﹂
も
、
従
来
か
ら
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
51
）　

こ
の
﹁
和
解
に
代
わ
る
決
定
﹂
と
は
、簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
金
銭
の
支
払
請
求
事
件
に
つ
い
て
、原
告
の
請
求
を
認
容
す
る
判
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

期
限
の
猶
予
の
定
め
な
ど
を
付
し
た
上
で
、
そ
の
支
払
（
分
割
払
の
命
令
を
含
む
。）
を
命
じ
る
旨
の
決
定
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
紛
争
解
決
メ
ニ

ュ
ー
の
多
様
化
を
通
じ
て
、
簡
易
裁
判
所
へ
の
市
民
の
ア
ク
セ
ス
を
増
進
さ
せ
、
事
案
適
合
的
か
つ
実
効
的
な
紛
争
解
決
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
　
　

こ
の
手
続
は
、
民
事
調
停
の
局
面
で
よ
く
利
用
さ
れ
実
効
性
を
発
揮
し
て
い
た
﹁
調
停
に
代
わ
る
決
定
（
い
わ
ゆ
る
一
七
条
決
定
）﹂（
民
調
法
一
七
条
）
の
制
度
を
、
簡
易

裁
判
所
の
訴
訟
手
続
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
（
小
野
瀬
厚
＝
武
智
克
典
編
﹃
一
問
一
答
・
平
成
一
五
年
改
正
民
事
訴
訟
法
﹄
八
三
頁
︹
商
事
法
務
、
二
〇
〇
四
年
︺）。

　
　
　

和
解
に
代
わ
る
決
定
の
制
度
は
、﹁
権
利
と
救
済
﹂
の
分
離
と
い
う
視
角
（
た
と
え
ば
、
川
嶋
四
郎
﹃
民
事
救
済
過
程
の
展
望
的
指
針
﹄
一
頁
︹
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
︺

等
を
参
照
）
か
ら
見
た
場
合
は
、
保
護
す
べ
き
権
利
・
利
益
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
、
そ
れ
を
起
点
と
し
て
、
い
か
な
る
方
式
で
そ
の
権
利
・
利
益
を
保
護
す
る
か
に

関
す
る
具
体
的
救
済
方
法
の
形
成
に
関
わ
る
重
要
な
手
続
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
金
銭
支
払
請
求
訴
訟
事
件
の
場
合
に
は
、
本
来
、
履
行
期
が
到
来
し
た
金
銭
支
払
請
求
権

の
存
在
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
一
括
払
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
当
事
者
間
の
関
係
な
ど
を
考
慮
し
て
、
原
告
の
意
向
に
配
慮
し
て
、
後
見
的
な
立
場
か
ら
簡
易

裁
判
所
に
お
け
る
﹁
簡
易
救
済
﹂
を
実
現
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
手
続
が
創
設
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
当
然
、﹁
簡
易
執
行
﹂
へ
の
志
向
も
含

意
さ
れ
て
い
る
。）。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
手
続
は
、
和
解
的
な
分
割
払
形
式
の
具
体
的
救
済
方
法
を
形
成
す
る
た
め
の
新
た
な
プ
ロ
セ
ス
の
創
造
と
し
て
、
再
定
位
す
る
こ
と

も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
原
告
の
視
点
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
利
用
で
き
る
﹁
手
続
メ
ニ
ュ
ー
の
多
様
化
﹂
で
あ
り
、
他
方
で
、
裁
判
所
の
視

点
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
﹁
簡
易
救
済
メ
ニ
ュ
ー
の
増
加
﹂
と
な
る
。
さ
ら
に
、
被
告
の
立
場
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
内
容
次
第
で
望
ま
し
い
後
見
的

判
断
や
対
応
を
得
ら
れ
る
可
能
性
も
開
け
る
こ
と
に
な
り
、
現
実
に
任
意
履
行
が
促
さ
れ
る
契
機
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
で
は
、
裁
判
所
に
よ
る
裁
量
的
な
救
済
方
法
の
形
成
と
い
う
形
式
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
の
内
実
は
、
当
事
者
関
係
の
来
し
方
行
く
末
を
に
ら
ん

だ
原
告
・
裁
判
所
間
の
対
論
的
な
意
思
疎
通
に
よ
る
救
済
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
創
設
し
た
と
い
う
側
面
を
も
有
す
る
注
目
す
べ
き
規
定
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
た

だ
し
、
そ
の
機
会
を
両
当
事
者
が
積
極
的
に
利
用
す
る
か
否
か
は
、
個
別
事
件
の
当
事
者
に
依
存
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
大
切
な
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
﹁
対
論
を
涵
養
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
場
﹂
の
明
文
規
定
化
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。）。

　
　
　

そ
の
点
で
、
こ
の
制
度
は
、
少
額
訴
訟
判
決
の
制
度
（
民
訴
法
三
七
五
条
）
と
も
、
基
本
的
な
考
え
方
を
共
有
し
得
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
川
嶋
・
前
掲
論

文
注
（
25
）
二
四
四
頁
、
二
五
一

－

二
五
六
頁
な
ど
を
参
照
。

（
52
）　

た
と
え
ば
、
兼
子
＝
竹
下
・
前
掲
書
注
（
３
）
二
一
七
頁
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
・
前
掲
論
文
注
（
８
）
七
三
三
頁
注
（
３
）
も
参
照
。

（
53
）　

約
二
〇
年
前
の
熊
本
に
お
け
る
筆
者
の
僅
か
な
経
験
に
す
ぎ
な
い
が
、
多
く
の
司
法
委
員
の
方
々
が
、
そ
の
制
度
趣
旨
に
沿
っ
て
献
身
的
な
奉
仕
を
さ
れ
て
い
た
。

（
54
）　

た
と
え
ば
、
簡
裁
民
事
実
務
研
究
会
編
﹃
簡
易
裁
判
所
の
民
事
実
務
︹
改
訂
版
︺﹄
二
六
五
頁
（
テ
イ
ハ
ン
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
55
）　

横
田
康
祐
﹁
司
法
委
員
制
度
の
趣
旨
、
活
用
状
況
、
今
後
の
課
題
及
び
方
策
等
﹂
岡
久
幸
治
＝
横
田
康
祐
＝
石
崎
實
＝
今
岡
毅
編
﹃
新
・
裁
判
実
務
大
系
（
26
）︹
簡
易
裁

判
所
民
事
手
続
法
︺﹄
六
二
頁
、
六
四
頁
（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）、
簡
裁
民
事
実
務
研
究
会
編
・
前
掲
書
注
（
54
）
二
六
五
頁
。

（
56
）　

横
田
・
前
掲
論
文
注
（
55
）
六
四
頁
、
簡
裁
民
事
実
務
研
究
会
編
・
前
掲
書
注
（
54
）
二
六
五
頁
。

（
57
）　

田
村
義
隆
﹁
少
額
訴
訟
集
中
係
に
お
け
る
司
法
委
員
の
関
与
の
在
り
方
に
つ
い
て
﹂
大
阪
地
方
裁
判
所
簡
易
裁
判
所
活
性
化
研
究
会
編
﹃
大
阪
簡
易
裁
判
所
少
額
訴
訟
集
中

係
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
に
関
す
る
実
践
的
研
究
報
告
﹄
一
〇
二
頁
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
58
）　

横
田
・
前
掲
論
文
注
（
55
）
六
四
頁
、
簡
裁
民
事
実
務
研
究
会
編
・
前
掲
書
注
（
54
）
二
六
五

－

二
六
七
頁
。

（
59
）　

少
額
訴
訟
手
続
は
、
少
額
の
市
民
間
の
紛
争
を
一
期
日
の
審
理
に
よ
り
解
決
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
期
日
に
お
け
る
審
理
を
効
率
的
に
行
う
と
と
も
に
即
日

に
判
断
を
下
す
必
要
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
簡
易
裁
判
所
の
通
常
訴
訟
以
上
に
司
法
委
員
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
、
裁
判
所
も
、
司
法
委
員
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
る

と
の
指
摘
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
中
島
寛
＝
岡
田
洋
佑
編
﹃
少
額
訴
訟
の
実
務
︱
︱
少
額
訴
訟
一
〇
年
を
迎
え
て
の
現
状
と
展
望
﹄
一
〇
六
頁
（
酒
井
書
店
、

二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
60
）　

こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
、
川
嶋
・
前
掲
論
文
注
（
44
）
二
七
一
頁
な
ど
で
、
若
干
論
じ
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
以
下
は
そ
の
補
論
で
あ
る
。

（
61
）　

た
と
え
ば
、
簡
裁
民
事
実
務
研
究
会
編
・
前
掲
書
注
（
56
）
七
五
頁
、
中
島
＝
岡
田
編
・
前
掲
書
注
（
59
）
二
三
三
頁
な
ど
を
参
照
。

（
62
）　

一
般
に
、
宣
誓
が
行
わ
れ
れ
ば
、
以
後
、
当
事
者
の
陳
述
は
証
拠
資
料
に
な
り
得
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
弁
論
と
証
拠
調
べ
が
融
合
し
た
﹁
一
体

型
審
理
﹂
の
下
で
は
、
後
述
の
﹁
注
意
﹂
が
あ
る
こ
と
を
条
件
に
、
宣
誓
の
後
の
主
張
の
採
取
も
認
め
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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（
63
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
川
嶋
・
前
掲
書
注
（
51
）
二
八
頁
、
一
〇
九

－

一
一
〇
頁
、
三
七
五
頁
な
ど
を
参
照
。

（
64
）　

中
島
＝
岡
田
編
・
前
掲
書
注
（
59
）
二
三
四

－

二
三
五
頁
。
さ
ら
に
、
佐
藤
・
前
掲
論
文
注
（
43
）
一
八
四
頁
、
簡
裁
民
事
実
務
研
究
会
編
・
前
掲
書
注
（
54
）
七
五
頁
等

も
参
照
。四　

お
わ
り
に

　
　
　
　
　
　
　

―
―
簡
易
裁
判
所
に
つ
い
て
の
若
干
の
将
来
展（
（（
（

望
（
（（
（

１　

総
論
的
な
展
望

　

か
つ
て
、
簡
易
裁
判
所
実
務
の
将
来
に
つ
い
て
、
適
正
配
置
の
問
題
と
の
関
係
で
、
そ
の
立
案
担
当
者
（
後
の
最
高
裁
判
所
長
官
）
か
ら
、

次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、﹁
そ
の
議
論
は
単
に
発
足
当
時
立
法
者
が
何
を
意
図
し
て
い
た
か
と
い
う
点
よ
り
も
、
む

し
ろ
現
在
の
時
点
に
お
い
て
簡
裁
に
何
を
期
待
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
﹂
と
い
う
、
い
わ

ば
﹁
原
意
﹂
よ
り
も
﹁
現
意
﹂
を
優
先
す
べ
き
指
摘
で
あ
る）
（₇
（

。

　

こ
れ
は
、
創
設
時
と
比
較
し
て
簡
易
裁
判
所
の
数
を
減
少
し
つ
つ
も
、
そ
の
機
能
強
化
を
目
指
す
こ
と
を
意
図
し
正
当
化
す
る
言
説
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
た
し
か
に
、
社
会
経
済
情
勢
や
交
通
手
段
の
発
展
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
簡
易
裁
判
所
が
統
廃
合
さ
れ
ま
た

新
設
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
市
民
に
身
近
な
裁
判
所
と
し
て
、
戦
後
司
法
改
革
に
お
け
る
司
法
の
民
主
化
・

民
衆
化
を
そ
の
最
先
端
で
担
う
べ
き
裁
判
所
を
創
設
し
機
能
さ
せ
る
と
い
う
崇
高
な
理
想
は
、
現
時
点
に
お
い
て
も
、
そ
の
具
体
化
が
探
求

さ
れ
る
べ
き
重
要
な
不
易
流
行
の
課
題
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る）
（₈
（

。

　

二
〇
〇
一
年
（
平
成
一
三
年
）
六
月
一
二
日
に
公
表
さ
れ
た
﹃
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
﹄
）
（₉
（

に
お
け
る
提
言
の
中
で
も
、
簡
易
裁
判

所
の
機
能
強
化
や
そ
こ
に
お
け
る
市
民
参
加
の
課
題
が
言
及
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
、
そ
の
機
能
強
化
の
課
題
は
、
現
在
着
実
に
具
体
化
さ
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れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）
₇（
（

。

　

そ
の
よ
う
な
努
力
の
成
果
も
あ
り
、
現
在
、
簡
易
裁
判
所
は
、
家
庭
裁
判
所
と
と
も
に
、
市
民
に
最
も
身
近
な
裁
判
所
の
一
つ
と
し
て
、

様
々
な
制
度
上
・
運
用
上
の
工
夫
を
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
提
訴
を
容
易
に
し
て
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
推
進
す
る
た
め
に
、
各
地

の
簡
易
裁
判
所
で
は
、﹁
受
付
相
談
窓
口
﹂
を
設
け
、
手
続
を
や
さ
し
く
解
説
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
定
型
書
式
を
備
え
付
け
て
﹁
準
口
頭

受
理
﹂（
民
訴
法
二
七
一
条
参
照
）
を
行
う
な
ど
の
対
応
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な

努
力
の
周
知
化
を
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
拡
大
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ご
く
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
の
少
額
訴
訟

手
続
に
お
け
る
様
々
な
工
夫）
₇₁
（

は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
日
本
の
簡
易
裁
判
所
の
手
続
の
あ
り
方
全
体
に
と
っ
て
も
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

　

簡
易
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
先
に
若
干
垣
間
見
た
よ
う
に
（
↓
二
２
）、
す
で
に
簡
易
裁
判
所
の
創
設
過
程
か
ら

柔
軟
な
手
続
構
造
を
提
言
す
る
示
唆
的
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
旧
民
訴
法
下
で
も
、
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
提
言
が
見
ら

れ
た
。
さ
ら
に
、
現
行
民
訴
法
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
の
構
築
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き

た
。

　

現
在
、
実
践
面
で
は
、
少
額
訴
訟
手
続
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
簡
易
裁
判
所
の
訴
訟
事
件
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
事
件
は
、
た
と
え

ば
、﹁
準
少
額
訴
訟
﹂、﹁
市
民
型
訴
訟
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
、
少
額
訴
訟
手
続
を
準
用
す
る
か
た
ち
で
の
手
続
実
践
が
行
わ
れ
、
一
定
の
成
果

を
挙
げ
て
い
る）
₇₂
（

。

　

こ
れ
は
、
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
﹁
簡
易
救
済
﹂
の
実
現
の
た
め
の
工
夫
と
し
て
、
当
事
者
の
納
得
と
満
足
を
も
た
ら
す
限
り
で
高
く
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
る）
₇₃
（

。
今
後
、
簡
易
裁
判
所
の
理
念
で
あ
る
﹁
司
法
・
裁
判
の
民
衆
化
﹂
を
実
現
す
る
た
め
の
﹁
簡
易
救
済
﹂
の
場
と
し

て
、
さ
ら
に
発
展
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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各
論
的
な
展
望

　

そ
の
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
簡
易
裁
判
所
の
民
事
訴
訟
の
特
則
と
し
て
規
定
さ
れ
た
各
種
手
続
が
現
実
に
活
用

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、そ
れ
に
加
え
て
、﹁
簡
易
救
済
﹂
の
実
現
の
た
め
に
は
、以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
課
題
を
も
ま
た
、

克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う）
₇₄
（

。

　

第
一
に
、
簡
易
裁
判
所
の
将
来
展
望
と
し
て
は
、
市
民
に
よ
る
司
法
ア
ク
セ
ス
の
課
題
が
存
在
す
る
。
現
在
、
簡
易
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ

ス
は
相
当
向
上
し
て
お
り
、
ま
た
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
支
払
督
促
の
手
続
（
民
訴
法
三
九
七
条
以
下
）
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｔ

（Inform
ation Technology

）
化
ま
た
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（Inform

ation and C
om

m
unication Technology

）
化
も
実
現
さ
れ
て
い
る
。
二

〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
は
、い
く
つ
も
の
裁
判
所
の
機
能
を
停
止
さ
せ
麻
痺
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

そ
れ
は
、
同
時
に
、
裁
判
、
と
り
わ
け
市
民
に
身
近
な
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
が
、
誰
で
も
い
つ
で
も
ど
こ
か
ら
で
も
利
用
可
能
な
も
の
と
な

る
べ
き
こ
と
（﹁
司
法
へ
の
ユ
ビ
キ
タ
ス
・
ア
ク
セ
ス
﹂））
₇₅
（

の
重
要
性
を
顕
在
化
さ
せ
、
ま
た
、
巡
回
裁
判
所
形
式
の
救
済
手
法
の
有
用
性
を

も
明
ら
か
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
Ｉ
Ｔ
等
の
活
用
を
通
じ
た
﹁
簡
易
救
済
﹂
の
実
効
性
の
確
保
や
、
柔
軟
な
裁
判
所
サ
ー
ビ
ス
の

実
現
が
課
題
と
な
る）
₇（
（

。

　

と
り
わ
け
、
本
稿
が
注
目
す
る
﹁
多
様
な
市
民
ニ
ー
ズ
即
応
的
性
格
﹂
を
よ
り
質
の
高
い
も
の
に
す
る
た
め
に
、﹁
裁
判
所
コ
ン
シ
ェ
ル

ジ
ェ
﹂、﹁
手
続
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ェ
﹂
あ
る
い
は
﹁
紛
争
解
決
手
続
水
先
案
内
人
﹂
的
な
存
在
の
役
割
も
ま
た
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
裁
判

所
職
員
の
役
割
が
大
き
く
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
個
々
の
弁
護
士
、
司
法
書
士
な
ど
や
、
法
テ
ラ
ス
（
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
）
な
ど
、

裁
判
所
外
で
、
日
本
の
司
法
を
支
え
る
人
や
制
度
の
機
能
充
実
の
課
題
で
あ
る
。

　

第
二
に
、簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
の
分
か
り
や
す
さ
の
課
題
で
あ
る
。
自
己
の
権
利
利
益
が
法
的
に
処
理
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
は
、

当
事
者
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
く
可
視
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
在
の
簡
易
裁
判
所
の
手
続
は
、
た
と
え
ば
、
条
文
の
一
覧
性
を
可
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能
に
し
て
市
民
の
便
益
に
資
す
た
め
に
﹁
簡
易
民
事
訴
訟
法
（
仮
称
）﹂
等
を
民
事
訴
訟
法
の
特
別
法
と
し
て
設
け
る
こ
と
な
ど
も
、
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
す
で
に
最
高
裁
判
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
、
簡
易
裁
判
所
の
民
事
手
続
に
つ
い
て
は
、
広
報
が
な
さ
れ
て

お
り
、
各
地
の
裁
判
所
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
・
ホ
ー
ル
な
ど
に
は
、
様
々
な
手
続
に
関
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
た
と

え
ば
、
市
町
村
役
場
の
カ
ウ
ン
タ
ー
な
ど
で
も
、
少
額
訴
訟
手
続
な
ど
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
裁
判
員
裁
判
な

ど
の
刑
事
手
続
と
比
較
し
て
ま
だ
ま
だ
国
民
に
は
知
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
簡
易
裁
判
所
の
各
種
の
民
事
手
続
に

つ
い
て
は
、
よ
り
一
層
、
分
か
り
や
す
く
広
報
活
動
を
お
こ
な
う
こ
と
な
ど
が
望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、﹁
言
葉
﹂
等
の
問
題
で
あ
る
。
と
か
く
法
の
言
葉
は
難
し
く
、
一
般
市
民
が
裁
判
所
を
敬
遠
し
、
そ
の
手
続
の
分
か
り
に
く
さ

を
増
幅
さ
せ
る
原
因
が
、
言
葉
（
専
門
用
語
）
の
理
解
の
困
難
さ
に
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
是
正
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現

行
民
事
訴
訟
法
の
条
文
で
、
た
と
え
ば
﹁
起
訴
﹂
な
ど
と
い
っ
た
刑
事
裁
判
を
想
起
さ
せ
る
言
葉
を
廃
し
て
、
よ
り
ソ
フ
ト
な
用
語
が
採
用

さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
に
、
現
代
の
民
事
訴
訟
法
学
者
や
法
律
家
の
中
に
は
、
旧
法
下
の
用
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
例
も
散

見
さ
れ
る）
₇₇
（

。
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
市
民
に
親
身
に
寄
り
添
う
分
か
り
や
す
い
手
続
を
考
え
る
上
で
は
、
専
門
家
が
非
専
門
家
（
利
用
者
）

の
視
点
に
も
立
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
旧
習
や
因
襲
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う）
₇₈
（

。

　

た
と
え
ば
、
言
葉
な
ど
に
障
が
い
を
も
つ
人
た
ち
に
と
っ
て
、
ど
れ
だ
け
ユ
ー
ザ
ー
・
フ
レ
ン
ド
リ
ー
で
あ
る
か
も
、﹁
簡
易
救
済
﹂
の

成
否
の
試
金
石
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
身
体
に
障
が
い
を
も
つ
様
々
な
人
々
に
と
っ
て
、
裁
判
所
の
シ
ス
テ
ム
が
ど
れ
だ
け
ユ
ニ
バ

ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
て
い
る
か
も
、
ま
た
重
要
な
評
価
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
四
に
、
紛
争
解
決
過
程
に
お
け
る
簡
易
裁
判
所
の
課
題
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
い
わ
ば
制
度
間
連
携
の
課
題
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
民

事
紛
争
の
解
決
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
た
場
合
に
お
け
る
簡
易
裁
判
所
の
役
割
と
位
置
付
け
に
関
す
る
課
題
で
あ
り
、
適
切
と
考
え
ら
れ
る
場

合
に
、正
式
な
裁
判
上
の
手
続
で
あ
る
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る﹁
簡
易
救
済
手
続
﹂の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
方
向
へ
、ど
の
よ
う
に
当
事
者
と
事
件
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を
誘
導
し
て
い
く
か
に
関
わ
る
。
具
体
的
に
は
、
裁
判
所
と
は
市
民
に
対
し
て
い
か
な
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
べ
き
か
、
弁
護
士
お
よ
び
隣

接
法
律
専
門
職
な
ど
が
司
法
と
い
う
法
的
救
済
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
、
ど
の
よ
う
な
情
報
提
供
を
含
め
た
法
的
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
か
、
法
テ
ラ
ス
（
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
）
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
充
実
し
た
も
の
と
す
る
か
、
様
々
な
関
連
機
関
と
裁
判

所
と
が
ど
の
よ
う
に
連
携
を
図
っ
て
い
く）
₇₉
（

か
）
₈（
（

な
ど
の
様
々
な
課
題
と
も
関
連
し
、
今
後
よ
り
一
層
継
続
的
に
議
論
し
つ
つ
具
体
化
す
べ
き
課

題
で
あ
る）
₈₁
（

。

　

第
五
に
、﹁
司
法
・
裁
判
の
民
衆
化
﹂
と
い
う
簡
易
裁
判
所
の
創
設
当
初
の
基
礎
的
課
題
を
実
現
す
る
た
め
に
、
制
度
を
再
構
成
す
べ
き

課
題
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
司
法
委
員
候
補
者
、
調
停
委
員
、
ひ
い
て
は
簡
易
裁
判
所
判
事
の
門
戸
を
広
げ
、
肩
書
で
は
な
く

真
に
有
能
な
人
材
を
多
様
な
分
野
か
ら
得
る
こ
と
も
企
画
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
こ
れ
ら
の
者
の
給
源
は
、
事
実
上
限
定
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
再
任
（
任
用
継
続
）
の
た
め
に
試
験
制
度
は
採
用
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
事
実
上
、
必
ず
し
も
十
分
に
機
能
し
て
い
る
と
は

限
ら
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
も
そ
も
、
そ
れ
ら
の
制
度
の
存
在
や
一
般
市
民
で
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
者
の
就
任
可
能

性
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
経
験
豊
か
な
元
裁
判
所
職
員
（
裁
判
所
書
記
官
）
か
ら
の

任
用
に
は
、大
き
な
利
点
も
あ
り
、今
後
も
継
続
的
に
採
用
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、そ
の
他
の
よ
り
多
様
な
職
種
の
人
々
、

と
り
わ
け
市
民
目
線
で
柔
軟
に
救
済
を
考
案
し
創
出
で
き
る
人
々
か
ら
の
任
用
も
、
促
進
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

第
六
に
、
法
科
大
学
院
教
育
に
お
け
る
﹁
簡
易
救
済
﹂
へ
の
眼
差
し
の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
、

リ
ー
ガ
ル
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
臨
床
法
学
）
の
一
環
で
あ
る
学
生
の
プ
ロ
・
ボ
ノ
活
動
と
し
て
、
民
事
の
領
域
で
は
少
額
訴
訟
事
件
の
当
事
者

の
サ
ポ
ー
ト
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
成
果
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
、
ま
ず
民
事
訴
訟

法
関
係
の
授
業
で
簡
易
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
多
い
と
は
限
ら
れ
ず
、
ま
た
、
民
事
訴
訟
法
の
体
系
書

の
中
に
も
、
遺
憾
な
が
ら
簡
易
裁
判
所
の
具
体
的
な
手
続
説
明
を
欠
く
も
の
さ
え
存
在
す
る
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
し
か
も
、
民
事
事
件
関
係
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の
リ
ー
ガ
ル
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
お
い
て
、
簡
易
裁
判
所
の
各
種
の
民
事
手
続
に
関
す
る
認
識
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
今
後
、
改
善
が
望
ま
れ
る
課
題
で
あ
り
、
法
科
大
学
院
制
度
が
困
難
な
時
代
を
迎
え
て
い
る
現
在
で
さ
え
、
リ
ー
ガ
ル
・
ク
リ
ニ
ッ
ク

に
つ
い
て
は
、
よ
り
多
く
の
実
践
例
の
報
告
が
望
ま
れ
る）
₈₂
（

。

　

な
お
、
日
本
の
法
学
教
育
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
法
学
部
ま
た
は
法
学
関
係
学
部
・
学
科
に
お
け
る
教
育
で
も
、﹁
簡
易
救
済
﹂
へ
の
眼

差
し
を
、
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
等
教
育
に
お
け
る
﹁
法
教
育
﹂
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
法
学
者
も
、
少
額

訴
訟
・
執
行
手
続
の
研
究
は
と
も
か
く
、
簡
易
裁
判
所
の
民
事
手
続
に
関
す
る
研
究
の
僅
少
さ
も
気
に
な
る
が
、
本
稿
は
、
そ
の
間
隙
を
多

少
と
も
埋
め
た
い
と
考
え
て
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

第
七
に
、
簡
易
裁
判
所
判
事
、
裁
判
所
書
記
官
、
裁
判
所
事
務
官
の
増
員
の
ほ
か
、
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
の
独
立
化
を

通
じ
て
、
市
民
に
身
近
な
﹁
簡
易
救
済
﹂
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
個
性
あ
る
簡
易
裁
判
所
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
、
ま
た
期
待
さ
れ

る
）
₈₃
（

。
さ
ら
に
、
簡
易
裁
判
所
の
訴
訟
事
件
の
審
理
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
と
し
て
の
基
本
的
な
一
線
（
必
要
的
口
頭
弁
論
の
原
則
）
を
踏
み
越

え
る
こ
と
さ
え
な
け
れ
ば
、
簡
易
裁
判
所
判
事
に
よ
る
そ
の
手
続
運
営
に
一
定
の
幅
を
も
た
せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う）
₈₄
（

。

　

な
お
、
現
在
、
簡
易
裁
判
所
の
中
に
は
、
高
等
裁
判
所
・
地
方
裁
判
所
・
簡
易
裁
判
所
等
と
施
設
を
供
用
し
て
い
る
も
の
も
数
多
く
存
在

す
る
。
簡
易
裁
判
所
の
﹁
庶
民
裁
判
所
﹂
と
し
て
の
性
格
を
浮
き
立
た
せ
る
た
め
に
は
、
た
し
か
に
、
庁
舎
の
一
部
に
簡
易
裁
判
所
の
受
付

や
特
別
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
よ
り
徹
底
し
て
そ
の
存
在
を
示
す
た
め
に
は
、
全
国
的
に
、
簡
易
裁
判
所
の
庁
舎

を
す
べ
て
独
立
化
し
、
か
つ
、
そ
の
限
り
で
独
立
し
た
司
法
行
政
体
制
の
下
で
運
営
さ
れ
る
こ
と
も
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る）
₈₅
（

。

　

第
八
に
、
近
時
、
簡
易
裁
判
所
と
地
方
裁
判
所
と
の
間
の
役
割
分
担
の
あ
り
方
を
考
え
さ
せ
る
い
く
つ
か
の
最
高
裁
判
例
が
登
場
し
て
い

る
こ
と
も
、
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
最
高
裁
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
年
）
七
月
一
八
日
第
二
小
法
廷
決
定）
₈（
（

等
に
見
ら
れ
る
、
貸
金
業
者
と
顧
客
と
の
間
に
お
け
る
、
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四
〇
四
〇

専
属
的
管
轄
の
合
意
に
基
づ
く
﹁
簡
易
裁
判
所
へ
の
移
送
﹂
の
可
否
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
。

　

こ
の
事
件
で
は
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
の
債
務
者
で
あ
る
Ｘ
が
、
債
権
者
で
あ
り
貸
金
業
者
で
あ
る
Ｙ
に
対
し
て
、
Ｘ
Ｙ
間
の
取
引
に
お

い
て
生
じ
た
過
払
金
約
六
六
〇
万
円
と
そ
の
法
定
利
息
の
返
還
請
求
訴
訟
を
大
阪
地
方
裁
判
所
に
提
起
し
た
が
、
Ｙ
は
、
Ｘ
と
の
金
銭
消
費

貸
借
契
約
に
は
大
阪
簡
易
裁
判
所
を
専
属
的
合
意
管
轄
裁
判
所
と
す
る
旨
の
条
項
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
民
訴
法
一
六
条
一
項
に
基
づ

き
、
大
阪
簡
易
裁
判
所
へ
の
移
送
を
申
し
立
て
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｘ
は
、
当
該
専
属
的
管
轄
の
合
意
の
成
立
と
効
力
を
争
っ
た
上
で
、
本

件
訴
訟
で
は
期
限
の
利
益
の
喪
失
の
有
無
お
よ
び
悪
意
を
否
定
す
る
特
段
の
事
情
の
有
無
等
が
争
点
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
地

方
裁
判
所
で
の
審
理
お
よ
び
裁
判
が
相
当
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
原
々
審
は
、
専
属
的
管
轄
の
合
意
の
成
立
お
よ
び
そ
の
効
力
が
本
件
訴
訟

に
も
及
ぶ
こ
と
を
認
め
、本
件
訴
訟
の
訴
額
や
予
想
さ
れ
る
争
点
に
照
ら
せ
ば
、本
件
訴
訟
は
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
自
ら
審
理
・
裁
判
（﹁
自

庁
処
理
﹂）
を
す
る
の
が
相
当
と
し
て
、
Ｙ
の
移
送
の
申
立
て
を
却
下
し
た
が
、
原
審
は
、
専
属
的
管
轄
の
合
意
が
あ
る
場
合
に
地
方
裁
判

所
の
自
庁
処
理
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
合
意
に
基
づ
く
専
属
的
管
轄
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
訴
訟
の
著
し
い
遅
滞
を
招

い
た
り
当
事
者
間
の
衡
平
を
害
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
と
し
（
民
訴
法
一
七
条
参
照
）、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
認
め
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
原
決
定
を
破
棄
し
、
抗
告
を
棄
却
し
た
。

　
﹁
地
方
裁
判
所
に
そ
の
管
轄
区
域
内
の
簡
易
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
被
告
か
ら
同
簡
易
裁
判
所
へ
の
移
送
の
申
立

て
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
訴
訟
を
簡
易
裁
判
所
に
移
送
す
べ
き
か
否
か
は
、
訴
訟
の
著
し
い
遅
滞
を
避
け
る
た
め
や
、
当
事
者

間
の
衡
平
を
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
で
は
な
く
、
民
訴
法
一
六
条
二
項
の
規
定
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
広
く
当
該
事
件
の
事
案
の
内
容

に
照
ら
し
て
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
審
理
お
よ
び
裁
判
が
相
当
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
簡
易

裁
判
所
へ
の
移
送
の
申
立
て
を
却
下
す
る
旨
の
判
断
は
、
自
庁
処
理
を
す
る
旨
の
判
断
と
同
じ
く
、
地
方
裁
判
所
の
合
理
的
な
裁
量
に
ゆ
だ

ね
ら
れ
て
お
り
、
裁
量
の
逸
脱
、
濫
用
と
認
め
ら
れ
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
違
法
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
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あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
簡
易
裁
判
所
の
管
轄
が
専
属
的
管
轄
の
合
意
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
（
同
一
六

条
二
項
た
だ
し
書
）。﹂

　

次
に
、
最
高
裁
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
年
）
五
月
一
八
日
第
二
小
法
廷
決
定）
₈₇
（

は
、
貸
金
契
約
の
債
務
者
で
あ
る
Ｘ
が
複
数
の
貸
金
業
者

で
あ
る
Ｙ
ら
を
被
告
と
し
て
、
訴
額
を
合
算
の
上
、
地
方
裁
判
所
に
提
起
し
た
過
払
金
返
還
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
共
同
被
告
の
一
人
で
あ

る
Ｙ
が
、
本
件
訴
訟
が
民
訴
法
三
八
条
後
段
の
通
常
共
同
訴
訟
に
当
た
る
こ
と
を
自
認
し
つ
つ
、
民
訴
法
一
六
条
一
項
に
基
づ
き
、
本
件
訴

訟
の
う
ち
Ｘ
Ｙ
に
か
か
る
部
分
を
、
Ｙ
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
簡
易
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
を
求
め
る
申
立
て
を
し
た
。
第
一
審
は
、
簡

易
裁
判
所
へ
の
移
送
を
命
じ
、
原
審
は
抗
告
を
棄
却
し
た
が
、
最
高
裁
は
、
民
訴
法
三
八
条
後
段
の
共
同
訴
訟
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
共
同

訴
訟
人
に
係
る
部
分
も
受
訴
裁
判
所
が
土
地
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
同
七
条
但
書
に
よ
り
同
九
条
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
旨
な
ど
を
判
示
し
、
当
該
簡
易
裁
判
所
を
管
轄
区
域
内
に
置
く
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
審
理
・
裁
判
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
被

告
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
そ
の
配
慮
を
要
す
る
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
最
高
裁
平
成
二
三
年
（
二

〇
一
一
年
）
五
月
一
八
日
第
二
小
法
廷
決
定）
₈₈
（

も
、
先
の
事
件
と
は
原
被
告
が
逆
の
事
例
で
あ
る
が
、
貸
金
業
者
Ｘ
が
、
複
数
の
借
主
Ｙ
ら
を

共
同
被
告
と
し
て
、
訴
額
を
合
算
の
上
、
地
方
裁
判
所
に
提
起
し
た
貸
金
等
支
払
請
求
訴
訟
事
件
に
お
い
て
、
上
記
最
二
小
平
成
二
三
年
五

月
一
八
日
の
同
日
付
決
定
と
同
様
の
判
断
を
行
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
判
例
は
、
移
送
の
規
定
や
訴
額
・
事
物
管
轄
等
の
規
定
の
解
釈
の
問
題
と
し
て
争
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
簡
易
裁

判
所
と
地
方
裁
判
所
の
役
割
分
担
を
考
え
る
基
層
的
な
論
点
が
控
え
て
い
る
。
と
く
に
、
簡
易
裁
判
所
の
審
理
に
対
す
る
信
頼
性
に
対
す
る

一
定
の
評
価
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、
戦
後
司
法
の
民
主
化
ひ
い
て
は
民
衆
化
の
最
前
線
と

し
て
創
設
さ
れ
、
裁
判
官
資
格
も
民
事
手
続
も
地
方
裁
判
所
と
は
異
な
る
簡
易
裁
判
所
固
有
の
役
割
（
濫
用
的
な
利
用
を
排
し
、
庶
民
の
裁

判
所
と
し
て
、
口
頭
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
復
活
の
も
と
で
の
簡
易
な
債
務
名
義
の
形
成
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
の
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探
求
が
再
び
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
具
体
化
を
行
う
こ
と
も
ま
た
不
可
欠
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

　

そ
の
際
に
は
、
簡
易
裁
判
所
の
紛
争
処
理
能
力
の
地
方
裁
判
所
の
そ
れ
と
の
比
較
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
簡
易
裁
判
所
に

お
け
る
充
実
し
た
審
理
の
可
能
性
は
、
当
事
者
間
の
手
続
保
障
の
考
慮
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
簡
易
裁
判
所
の
機
能
強
化
を
促
進
す
る
方
向

で
の
解
釈
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
各
論
的
な
展
望
と
し
て
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
諸
改
革
も
考
え
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、簡
易
裁
判
所
も
裁
判
所
で
あ
る
限
り
（
簡
易
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
も
、判
決
手
続
で
あ
る
限
り
）、そ
の
手
続
実
施
に
際
し
て
、

一
定
の
制
度
的
・
手
続
的
な
基
本
条
件
は
必
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
①
民
事
の
側
面
で
は
法
壇
の
あ
る
法
廷

を
な
く
し
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
法
廷
に
統
一
す
る
と
か
、
②
簡
易
裁
判
所
判
事
の
法
服
着
用
を
不
要
に
す
る
と
か
、
③
簡
易
裁
判
所
の
提
訴

手
数
料
を
地
方
裁
判
所
の
そ
れ
よ
り
も
低
額
化
す
る
（
い
わ
ば
﹁
簡
易
裁
判
所
訴
額
割
引
制
度
﹂
の
導
入
）
と
か
、
④
濫
用
を
防
止
し
つ
つ

も
簡
易
な
通
知
で
も
っ
て
送
達
に
代
え
る
方
法
を
採
用
す
る
と
か
、
⑤
手
続
自
体
の
思
い
切
っ
た
柔
軟
化
を
図
る
と
か
、
⑥
映
像
と
音
声
の

送
受
信
に
よ
る
遠
隔
裁
判
（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
民
事
裁
判
）
を
実
現
す
る
と
か
、
⑦
法
教
育
等
の
実
践
の
場
と
し
て
簡
易
裁
判

所
の
法
廷
を
提
供
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、
今
後
、
よ
り
市
民
に
開
か
れ
た
一
層
親
し
み
や
す
い
裁
判
所
の
実
現
に
向
け
て
、
簡
易
裁
判

所
制
度
等
の
継
続
的
な
改
革
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る）
₈₉
（

。

３　

結　

語

　

戦
後
創
設
さ
れ
た
簡
易
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
が
語
ら
れ
て
き
た
。

　

た
と
え
ば
、
創
設
後
二
〇
年
程
を
経
た
時
点
で
、
す
で
に
そ
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
新
憲
法
下
の
司
法
制
度
の
発
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三

四
三
四
三

足
の
際
掲
げ
ら
れ
た
新
た
な
理
念
の
そ
の
後
に
お
け
る
後
退
も
し
く
流
産
に
よ
る
制
度
改
革
の
不
徹
底
ま
た
は
挫
折
の
事
例
は
、
い
わ
ば
無

数
に
も
近
い
。
た
と
え
ば
、
当
初
は
民
衆
へ
の
直
結
せ
る
司
法
サ
ー
ヴ
ィ
ス
機
関
と
し
て
構
想
さ
れ
た
は
ず
の
簡
易
裁
判
所
は
、
諸
外
国
に

見
る
素
人
裁
判
官
制
の
欠
如
も
一
因
と
な
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
旧
区
裁
判
所
と
同
様
、
小
型
の
地
方
裁
判
所
の
性
格
を
脱
却
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
か
え
っ
て
そ
の
事
物
管
轄
の
拡
大
が
、
審
級
関
係
上
、
最
高
裁
判
所
の
負
担
軽
減
の
目
的
の
一
半
と
し
て
実
施
せ
ら
れ
る
が
ご
と
き

邪
道
に
お
ち
い
っ
た
観
が
な
く
は
な
い
。﹂）
₉（
（

と
い
っ
た
批
評
で
あ
る
。

　

し
か
し
今
日
、
市
民
に
最
も
身
近
な
裁
判
所
、
つ
ま
り
庶
民
の
裁
判
所
と
し
て
の
簡
易
裁
判
所
は
、
少
額
訴
訟
手
続
の
創
設
や
様
々
な
新

た
な
試
み
な
ど
を
通
じ
て
、
小
さ
な
ト
ラ
ブ
ル
を
か
か
え
た
市
民
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
の
受
け
皿
と
し
て
、
着
実
な
地
歩
を
築
い
て
い
る
と
し

て
、
高
く
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
裁
判
所
が
、
そ
こ
で
民
が
生
き
る
裁
判
所
、﹁
民
生
裁
判
所
﹂
な
ど
と
い
う
名
称
が
構
想
さ
れ

て
い
た
自
由
な
時
代
の
高
貴
で
温
か
な
庶
民
精
神
を
再
び
汲
み
上
げ
な
が
ら
、
不
断
の
﹁
簡
易
救
済
﹂
を
目
指
し
て
、
今
後
よ
り
一
層
市
民

に
身
近
な
裁
判
所
（﹁
身
近
な
駆
込
寺
的
な
裁
判
所
﹂）
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

（
65
）　

こ
こ
で
い
う
若
干
の
将
来
展
望
と
は
、
簡
易
裁
判
所
の
将
来
展
望
が
若
干
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、﹁
希
望
の
簡
易
裁
判
所
﹂
と
な
り
得
る
た
め
の
い
く
つ
か

の
将
来
展
望
の
意
で
あ
る
。
最
近
、
ご
く
一
部
で
裁
判
所
の
﹁
絶
望
﹂
が
語
ら
れ
て
お
り
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
法
的
救
済

過
程
に
お
け
る
最
後
の
手
段
あ
る
い
は
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
救
済
機
構
と
し
て
の
裁
判
所
と
い
う
地
味
な
存
在
が
、
い
か
な
る
か
た
ち
で
あ
れ

脚
光
を
浴
び
、
そ
の
存
在
や
シ
ス
テ
ム
が
人
口
に
膾
炙
す
る
展
望
が
開
か
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
決
し
て
望
ま
し
く
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
研
究
の
当

初
か
ら
、
ま
た
、
と
く
に
一
九
九
六
年
（
平
成
八
年
）
の
民
事
訴
訟
法
改
正
の
前
か
ら
、
法
的
救
済
に
対
し
て
制
約
的
に
機
能
さ
せ
る
判
例
・
学
説
上
の
基
本
的
な
考
え
方
に

抗
し
つ
つ
、
一
貫
し
て
﹁
希
望
の
民
事
訴
訟
と
民
事
訴
訟
法
﹂
を
語
っ
て
き
た
立
場
か
ら
、
そ
の
一
端
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
川
嶋
四
郎
﹃
差
止
救
済
過
程
の
近

未
来
展
望
﹄
三
二
六
頁
、
三
五
五
頁
等
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
︹
該
当
部
分
の
初
出
は
、
一
部
、
一
九
九
三
年
︺）
な
ど
も
参
照
。

（
66
）　

な
お
、
こ
の
文
脈
で
は
、
書
名
に
は
﹁
最
高
裁
判
所
論
﹂
と
は
題
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
司
法
の
あ
り
方
全
般
を
考
え
る
た
め
の
有
益
か
つ
貴
重
な
著
作
と
し
て
、
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た
と
え
ば
、
泉
徳
治
﹃
私
の
最
高
裁
判
所
論
︱
︱
憲
法
の
求
め
る
司
法
の
役
割
﹄（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
も
参
照
。

（
67
）　

竹
崎
博
允
﹁
簡
易
裁
判
所
の
適
正
配
置
︱
︱
そ
の
意
義
と
簡
易
裁
判
所
の
充
実
策
に
つ
い
て
﹂﹃
民
事
手
続
法
学
の
革
新
︹
三
ケ
月
章
先
生
古
稀
祝
賀
︺（
上
）﹄
一
二
八
頁
（
有

斐
閣
、
一
九
九
一
年
）。
さ
ら
に
、
竹
崎
博
允
﹁
下
級
裁
判
所
の
設
立
お
よ
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
九
六
号
五
四

頁
（
一
九
八
七
年
）
も
参
照
。

（
68
）　

か
つ
て
、
日
本
最
初
の
都
市
間
高
速
道
路
と
し
て
名
神
高
速
道
路
の
滋
賀
・
栗
東
︱
兵
庫
・
尼
崎
間
が
開
通
し
た
頃
、
都
心
に
在
住
す
る
民
事
訴
訟
法
学
の
碩
学
か
ら
、
次

の
よ
う
な
指
摘
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
・
・
・
原
則
的
第
一
審
裁
判
所
は
、
各
府
県
に
一
つ
だ
け
置
く
と
い
う
建
前
は
、
嘗
て
棄
て
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
し
、
そ
の
こ

と
の
合
理
性
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
疑
わ
れ
た
こ
と
も
な
い
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
に
現
わ
れ
る
の
は
、
嘗
て
と
規
模
を
異
に
す
る
大
衆
社
会
の
出
現
に
伴
う
同
格
の

裁
判
所
間
に
お
け
る
格
差
の
増
大
で
あ
る
。
た
と
え
ば
人
口
稠
密
を
以
て
鳴
る
オ
ラ
ン
ダ
一
国
に
殆
ど
対
応
す
る
人
口
を
擁
し
て
全
国
新
受
訴
訟
事
件
の
六
分
の
一
以
上
を
担

当
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
東
京
の
裁
判
所
と
、
高
速
道
路
の
完
成
に
よ
り
京
都
・
大
阪
よ
り
ま
た
た
く
間
に
達
し
う
る
よ
う
に
な
り
、
新
受
件
数
も
僅
か
二
〇
〇
件
に
止
ま
る
大
津
の

裁
判
所
が
、
共
に
同
格
の
裁
判
所
と
し
て
一
国
の
裁
判
所
制
度
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
は
、
一
府
県
に
一
つ
と
い
う
裁
判
所
配
置
の
伝
統
的
原
則
の
中
に

の
み
見
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
同
格
の
裁
判
所
と
い
う
の
は
幻
想
に
す
ぎ
ず
、
質
的
に
は
も
は
や
全
く
異
っ
た
も
の
と
い
え
る
裁
判
所
が
、
沿
革

的
な
裁
判
所
制
度
の
伝
統
の
上
で
、
僅
か
に
形
式
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
し
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
と
い
え
る
の
で
あ
る
﹂（
三
ケ
月
・
前
掲
論
文
注
（
３
）
二
五
五

－

二
五
六
頁
）

と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
大
津
と
は
、
地
方
裁
判
所
の
本
庁
が
存
在
す
る
滋
賀
県
大
津
市
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
で
さ
え
、
実
際
に

大
津
へ
﹁
京
都
・
大
阪
よ
り
ま
た
た
く
間
に
達
し
う
る
﹂
か
ど
う
か
（
よ
り
厳
密
に
は
、
ま
さ
に
逆
に
、
利
用
者
と
し
て
の
大
津
市
民
が
、
京
都
地
方
裁
判
所
や
大
阪
地
方
裁

判
所
に
ま
で
、
瞬
時
に
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
）
は
と
も
か
く
、
こ
れ
は
、﹁
司
法
・
裁
判
の
民
衆
化
﹂
に
は
逆
行
す
る
形
式
的
な
議
論
で
あ
り
、
か
つ
、
利
用

者
の
視
点
を
閑
却
す
る
制
度
論
に
す
ぎ
ず
、
本
稿
で
到
底
は
与
し
え
な
い
。

（
69
）　

た
と
え
ば
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
八
号
一
八
五
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
月
刊
司
法
改
革
二
二
号
四
四
頁
（
二
〇
〇
一
年
）
等
を
参
照
。
そ
の
全
文
は
、http://w

w
w

.kantei.

go.jp/jp/sihouseido/report/ikensyo/

で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
（
二
〇
一
五
年
一
月
三
一
日
最
終
ア
ク
セ
ス
）。

（
70
）　

同
﹃
意
見
書
﹄
に
は
、
家
庭
裁
判
所
の
機
能
の
充
実
化
と
と
も
に
、
簡
易
裁
判
所
の
機
能
拡
充
も
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
具
体
的
に
は
、
調
停
委
員
や
司
法
委
員
へ
の
多
様

な
人
材
の
確
保
、
簡
易
裁
判
所
の
管
轄
拡
大
、
少
額
訴
訟
手
続
の
上
限
の
大
幅
引
上
げ
な
ど
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
た
だ
、
裁
判
官
制
度
に
つ
い
て
は
、
弁
護
士
任
官
の
推
進

な
ど
給
源
の
多
様
化･

多
元
化
の
た
め
の
方
策
を
講
じ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
川
嶋
・
前
掲
書
注
（
25
）
三
四
頁
、
四
六

－

四
八
頁
も
参
照
。

　
　
　

最
高
裁
判
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
、
分
か
り
や
す
く
日
本
の
裁
判
所
制
度
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
簡
易
裁
判
所
に
つ
い
て
も
、
写
真
付
き
で
（
大
阪
池
田
簡
易

裁
判
所
の
外
観
が
）
紹
介
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w

.courts.go.jp/about/sosiki/kakyusaibansyo/index.htm
l#kanni

）。
ま
た
、
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
手
続
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社
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六
七
巻
一
号�

四
五

四
五
四
五

に
つ
い
て
は
、http://w

w
w

.courts.go.jp/saiban/syurui_m
inzi/m

inzi_04_01/index.htm
l

に
手
続
の
概
要
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、﹁
簡
易
裁
判
所
の
民
事
事

件
Ｑ
＆
Ａ
﹂（http://w

w
w

.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/index.htm
l

）
や
﹁
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
事
件
﹂
の
手
続
に
つ
い
て
も
、
比
較
的
分
か
り
や
す
い
説
明

が
な
さ
れ
、
申
立
て
の
書
式
も
ウ
ェ
ブ
上
に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
（
簡
易
裁
判
所
の
民
事
訴
訟
︹http://w

w
w

.courts.go.jp/saiban/syurui_m
inzi/m

inzi_04_02_05/

index.htm
l

︺、
少
額
訴
訟
︹http://w

w
w

.courts.go.jp/saiban/syurui_m
inzi/m

inzi_04_02_02/index.htm
l

︺、
民
事
調
停
︹http://w

w
w

.courts.go.jp/saiban/

syurui_m
inzi/m

inzi_04_02_10/index.htm
l

︺、
支
払
督
促
︹http://w

w
w

.courts.go.jp/saiban/syurui_m
inzi/m

inzi_04_02_13/index.htm
l

︺）（
以
上
、
す
べ
て

二
〇
一
五
年
一
月
三
一
日
最
終
ア
ク
セ
ス
）。

（
71
）　

た
と
え
ば
、
川
嶋
四
郎
﹁
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
に
お
け
る
少
額
裁
判
制
度
に
つ
い
て
の
覚
書
︱
︱
少
額
訴
訟
手
続
に
お
け
る
適
切
な
救
済
過
程
の
創

造
を
目
指
し
て
﹂
熊
本
法
学
八
八
号
一
頁
（
一
九
九
六
年
）、
同
﹁
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
諸
州
に
お
け
る
少
額
事
件
訴
訟
手
続
に
関
す
る
立
法
の
紹
介
（
一
）

－

（
六
・
完
）﹂
熊

本
法
学
八
四
号
九
七
頁
、
八
五
号
七
一
頁
、
八
六
号
九
三
頁
、
八
七
号
一
二
三
頁
、
八
八
号
一
六
七
頁
、
九
〇
号
一
二
一
頁
（
一
九
九
五
～
一
九
九
七
年
）
等
を
参
照
。
各
州

ご
と
に
固
有
の
憲
法
の
下
で
独
自
の
裁
判
制
度
を
構
築
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
少
額
裁
判
所
は
、
各
州
が
そ
の
個
性
を
発
揮
し
て
簡
易
な
法
的
救
済
過
程
の

可
能
性
を
競
い
つ
つ
探
究
し
続
け
て
い
る
重
要
な
紛
争
解
決
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
。

（
72
）
た
と
え
ば
、
下
里
敬
明
﹁
東
京
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
準
少
額
訴
訟
事
件
処
理
の
概
要
﹂
判
例
時
報
一
七
四
七
号
八
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
立
脇
一
美
﹁
市
民
型
訴
訟
の
取
組

み
に
つ
い
て
﹂
大
阪
地
方
裁
判
所
簡
易
裁
判
所
活
性
化
研
究
会
編
﹃
大
阪
簡
易
裁
判
所
少
額
訴
訟
集
中
係
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
に
関
す
る
実
践
的
研
究
報
告
﹄
一
五
頁
（
判

例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
六
年
）
等
を
参
照
。

　
　
　

さ
ら
に
、こ
の
文
脈
で
は
、高
橋
宏
志
﹁
さ
ら
に
活
性
化
す
る
簡
易
裁
判
所
﹂
高
橋
宏
志
＝
千
葉
勝
美
＝
南
敏
文
＝
富
澤
達
編
﹃
新
し
い
簡
易
裁
判
所
の
民
事
司
法
サ
ー
ビ
ス
﹄

三
頁
（
判
例
時
報
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
お
よ
び
、
同
書
所
収
の
諸
論
文
も
参
照
。
ま
た
、
近
時
に
お
け
る
東
京
簡
易
裁
判
所
の
﹁
業
者
事
件
﹂
お
よ
び
﹁
過
払
金
返
還
請
求

事
件
﹂
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
菊
池
洋
一
﹁
東
京
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
通
常
訴
訟
事
件
の
運
用
状
況
﹂
民
事
訴
訟
雑
誌
五
七
号
四
八
頁
（
二
〇
一
一
年
）

な
ど
も
参
照
。

（
73
）　

な
お
、
こ
の
﹁
納
得
と
満
足
﹂
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
吉
田
勇
﹃
紛
争
解
決
の
あ
り
方
を
考
え
る
︱
︱
日
常
世
界
と
法
の
世
界
の
架
橋
を
求
め
て
﹄
五
二
頁
以
下
（
モ

ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
も
参
照
。

（
74
）　

以
下
で
は
、
筆
者
が
、﹃
注
釈
民
事
訴
訟
法
﹄（
近
刊
）
に
お
け
る
簡
易
裁
判
所
の
手
続
の
特
則
に
盛
り
込
ま
れ
た
各
条
に
関
す
る
注
釈
で
論
じ
た
以
外
の
点
に
つ
い
て
、
若

干
の
概
観
を
行
い
た
い
。

（
75
）　

た
と
え
ば
、
川
嶋
四
郎
﹁﹃e-

サ
ポ
ー
ト
裁
判
所
﹄
シ
ス
テ
ム
の
創
造
的
構
築
の
た
め
の
基
礎
理
論
︱
︱
﹃
Ｉ
Ｔ
活
用
﹄
に
よ
る
﹃
正
義
へ
の
ユ
ビ
キ
タ
ス
・
ア
ク
セ
ス
﹄
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四
六
四
六

構
想
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
五
三
号
三
六
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
同
﹃
民
事
訴
訟
法
概
説
﹄
五
四
四
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）、
同
﹁﹃
司
法
へ
の
ユ
ビ
キ
タ
ス
・
ア
ク
セ
ス
﹄

の
一
潮
流
︱
︱
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
裁
判
所
の
二
一
世
紀
﹂﹃
民
事
手
続
に
お
け
る
法
と
実
践
︹
栂
善
夫
・
遠
藤
賢
治
先
生
古
稀
祝
賀
︺﹄
二
一
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど

を
参
照
。

（
76
）　

そ
の
具
体
化
の
た
め
の
実
証
実
験
に
つ
い
て
は
、川
嶋
四
郎
﹁
法
律
サ
ー
ビ
ス
（
と
く
に
、民
事
裁
判
）
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
に
向
け
た
実
証
研
究
に
つ
い
て
︱
︱
﹃
正

義
・
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
﹄
の
展
開
の
た
め
の
実
証
研
究
に
関
す
る
若
干
の
紹
介
等
﹂﹃
民
事
手
続
の
現
代
的
使
命
︹
伊
藤
眞
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
︺﹄
一
三
二
五
頁
（
有
斐
閣
、

二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

　
　
　

な
お
、
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
年
）
四
月
か
ら
、
最
高
裁
判
所
が
、
裁
判
所
が
な
い
離
島
対
策
と
し
て
、
小
笠
原
諸
島
の
村
役
場
と
東
京
簡
易
裁
判
所
を
テ
レ
ビ
会
議
シ

ス
テ
ム
で
結
ん
で
、裁
判
所
に
行
か
な
く
て
も
民
事
調
停
を
受
け
ら
れ
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
方
針
を
固
め
た
旨
の
ニ
ュ
ー
ス
に
接
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
二
〇
一
五
年
（
平

成
二
七
年
）
二
月
一
九
日
（http://w

w
w
3.nhk.or.jp/new

s/htm
l/20150219/k10015596941000.htm

l

ア
ク
セ
ス
、
同
日
）
な
ど
を
参
照
。

（
77
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
川
嶋
・
前
掲
書
注
（
36
）
二
〇
頁
注
（
28
）、
二
八
六
頁
注
（
１４７
）
な
ど
を
参
照
。

（
78
）　

た
と
え
ば
、
三
ケ
月
章
﹁
法
と
言
語
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂
同
﹃
民
事
訴
訟
法
研
究
︹
第
七
巻
︺﹄
二
七
一
頁
、
二
八
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
︹
初
出
、
一

九
七
二
年
︺）
な
ど
も
参
照
。
こ
の
論
文
に
は
、
含
蓄
の
深
い
示
唆
的
な
言
葉
が
溢
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
期
の
条
約
改
正
の
た
め
の
法
治
国
家
化
と
い
う
﹁
大
事
業

の
推
進
が
、
決
し
て
﹃
法
﹄
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
又
、
法
の
使
徒
た
る
べ
き
﹃
法
律
家
﹄
が
主
体
と
な
っ
て
推
進
し
た
も
の
で
も
な
く
、
法
以
外
の
、﹃
政
治
﹄

的
目
的
達
成
の
手
段
と
し
て
、﹃
政
治
家
﹄
に
よ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
角
度
か
ら
推
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
﹂（
同
、
二
七
七
頁
）
や
、
明
治
期
の
法
継
受
に
つ
い
て
、﹁
民

衆
と
の
乖
離
現
象
を
結
果
し
た
﹂﹁
外
来
語
彙
﹂
す
な
わ
ち
﹁
新
造
・
難
解
の
用
語
を
も
っ
て
法
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
折
角
二
千
年
来
の
東
洋
的
伝
統
と
断

絶
し
て
西
欧
法
を
と
り
こ
も
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
く
思
い
も
か
け
ぬ
形
で
、
そ
の
西
欧
法
の
運
用
の
実
際
面
に
、
正
し
く
一
旦
は
否
定
し
た
筈
の
、
東
洋
的
な
法

の
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
こ
む
の
に
奉
仕
し
た
と
い
う
逆
説
的
な
事
態
﹂
が
生
じ
（
同
、二
八
五
頁
）、そ
れ
が
、﹁
秘
儀
を
あ
や
つ
る
階
層
の
閉
鎖
性
を
強
め
る
方
向
に
働
﹂
き
、﹁
一

般
民
衆
の
中
に
と
け
込
ん
で
行
く
と
い
う
の
と
反
対
の
方
向
に
作
用
す
る
﹂（
二
八
四
頁
）。

　
　
　

な
お
、
徳
善
義
和
﹃
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
︱
︱
こ
と
ば
に
生
き
た
改
革
者
﹄
四

－

五
頁
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
は
、﹁
・
・
・
キ
リ
ス
ト
教
会
は
﹃
言
語
﹄
に
よ

っ
て
自
ら
を
民
衆
か
ら
切
り
離
し
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
世
俗
に
生
き
る
民
衆
た
ち
は
、
教
会
が
提
供
す
る
幸
い
や
救
い
を
求
め
、
こ
れ
に
す
が
り
な
が
ら
も
、
教
会
で
公

式
に
語
ら
れ
、
書
か
れ
る
ラ
テ
ン
語
を
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
教
会
と
民
衆
の
隔
絶
。
そ
れ
が
後
の
宗
教
改
革
へ
の
隠
れ
た
要
因
と
な
る
の
で
あ
る
。﹂
と
指
摘
し

て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
法
や
裁
判
所
の
世
界
に
も
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

（
79
）　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
の
裁
判
所
外
の
相
談
セ
ク
タ
ー
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
林
道
晴
﹁
利
用
者
の
視
点
に
立
っ
た
簡
易
裁
判
所
の
民
事
手
続
の
改
革
﹂
高
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社
法
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六
七
巻
一
号�

四
七

四
七
四
七

橋
宏
志
＝
千
葉
勝
美
＝
南
敏
文
＝
富
澤
達
編
﹃
新
し
い
簡
易
裁
判
所
の
民
事
司
法
サ
ー
ビ
ス
﹄
九
頁
、
二
〇
頁
（
判
例
時
報
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
横
田
康
祐
﹁
簡
易
裁
判
所

の
受
付
相
談
と
他
の
相
談
機
関
と
の
違
い
お
よ
び
相
互
の
連
携
﹂
岡
久
幸
治
＝
横
田
康
祐
＝
石
崎
實
＝
今
岡
毅
編
﹃
新
・
裁
判
実
務
大
系
（
26
）︹
簡
易
裁
判
所
民
事
手
続
法
︺﹄

一
八
頁
（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
を
参
照
。
今
後
、
日
本
が
高
齢
化
社
会
に
向
か
う
中
で
、
各
地
の
社
会
福
祉
協
議
会
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
そ
の
他
関
連

す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
と
の
連
携
も
望
ま
れ
る
。

（
80
）　

さ
ら
に
、
よ
り
一
般
に
、
民
事
司
法
と
い
う
法
的
救
済
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
際
に
お
け
る
連
携
の
価
値
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
川
嶋
四
郎
﹁
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の

連
携
可
能
性
と
弁
護
士
会
の
役
割
︱
︱
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
の
連
携
を
通
し
た
﹃
福
岡
発
連
携
的
正
義
﹄
の
試
み
﹂
法
政
研
究
（
九
州
大
学
）
七
三
巻
二
号
二
二
一
頁
（
二
〇
〇
六
年
）

等
を
参
照
。

（
81
）　

も
っ
と
も
、
現
実
の
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
受
付
相
談
に
お
い
て
は
、
課
題
も
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
家
庭
裁
判
所
等
に
お
け
る
受
付
相
談
に
お

い
て
も
、
共
通
す
る
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
事
者
が
最
も
関
心
が
あ
る
の
は
、
実
体
問
題
、
す
な
わ
ち
﹁
自
分
の
事
件
が
勝
て
る
の
か
、
法
的
に
ど
う
構
成
し
た
ら
よ
い

の
か
﹂
な
ど
に
関
心
を
寄
せ
る
が
、
し
か
し
、
裁
判
所
の
公
平
性
か
ら
手
続
の
教
示
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
、
需
要
と
対
応
と
の
間
に
潜
在
的
な
ミ
ス
マ
ッ
チ
が

あ
る
と
の
指
摘
（
た
と
え
ば
、
兼
子
一
原
著
・
松
浦
馨
＝
新
堂
幸
司
＝
竹
下
守
夫
＝
高
橋
宏
志
＝
加
藤
新
太
郎
＝
上
原
敏
夫
＝
高
田
裕
成
﹃
条
解
民
事
訴
訟
法
︹
第
二
版
︺﹄

一
四
九
三
頁
︹
松
浦
馨=

加
藤
新
太
郎
執
筆
︺
等
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
紛
争
当
事
者
が
、
プ
ロ
セ
ス
よ
り
も
結
果
を
重
視
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
前
提
の
下
で
指
摘
さ
れ

た
問
題
点
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
紛
争
解
決
過
程
に
お
け
る
当
事
者
の
満
足
の
縁
由
を
探
求
す
る
こ
と
や
、
ま
た
裁
判
所
の
懇
切
丁
寧
な
そ
の
役
割
に
関
す
る
説

明
を
行
う
こ
と
で
解
消
可
能
な
課
題
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
文
脈
で
は
、
さ
ら
に
、
川
嶋
・
前
掲
書
注
（
25
）
二
六
五
頁
な
ど
も
参
照
。

（
82
）　

た
と
え
ば
、
川
嶋
四
郎
﹃
ア
メ
リ
カ
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
教
育
論
考
﹄
一
五
四
頁
、
一
八
三
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
を
参
照
。

　
　
　

こ
の
文
脈
で
は
、
た
と
え
ば
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
フ
ラ
ン
ク
（
古
賀
正
義
訳
）﹃
裁
か
れ
る
裁
判
所
﹄
三
六
四
︱
三
九
八
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
六
五
年
︹
原
著
、
一
九
四
九
年
︺）

の
﹁
法
学
教
育
﹂
に
関
す
る
論
争
誘
発
的
で
刺
激
的
な
興
味
深
い
論
説
も
参
照
。

（
83
）　

さ
ら
に
、
創
意
工
夫
に
充
ち
た
様
々
な
提
言
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
吉
村
＝
小
島
編
・
前
掲
書
注
（
39
）
三
二
九
頁
以
下
︹
小
島
武
司
執
筆
︺
な
ど
も
参
照
。

（
84
）　

ア
メ
リ
カ
の
少
額
裁
判
所
の
裁
判
官
に
は
、
多
様
な
基
本
ス
タ
ン
ス
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
基
本
ス
タ
ン
ス
の
多
様
化
が
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、た
と
え
ば
、川
嶋
四
郎
﹁
小
さ
な
ト
ラ
ブ
ル
と
裁
判
﹂
和
田
仁
孝
＝
太
田
勝
造
＝
阿
部
昌
樹
編
﹃
交
渉
と
紛
争
処
理
﹄
一
九
六
頁
（
日
本
評
論
社
、二
〇
〇
二
年
）︹
こ

こ
で
は
、
そ
の
裁
判
官
像
を
五
つ
に
類
型
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
法
固
執
型
、
②
法
創
造
型
、
③
調
停
者
型
、
④
権
威
主
義
型
、
⑤
手
続
信
奉
型
の
裁
判
官
像
が
、
そ

れ
で
あ
る
。︺
な
ど
を
参
照
。

（
85
）　

ち
な
み
に
、
審
級
制
度
の
独
立
的
性
格
を
対
外
的
に
も
明
示
す
る
た
め
に
は
、
審
級
の
異
な
る
裁
判
所
は
、
す
べ
て
場
所
的
・
施
設
的
に
も
分
離
独
立
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま



（　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

四
八

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
法
的
救
済
過
程
に
関
す
る
覚
書

四
八
四
八

し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
か
所
で
、
簡
裁
か
ら
高
裁
ま
で
の
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
、
利
用
者
に
と
っ
て
は
便
利
で
あ
り
、
事
件
管
理
や
司
法
行
政

の
面
で
も
便
宜
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
各
審
級
と
裁
判
官
各
自
の
独
立
を
明
示
す
る
た
め
に
は
、
分
離
独
立
の
方
が
望
ま
し
く
、
ま
た
、
当
事
者
の
視
点
か

ら
見
て
も
、
異
な
る
上
級
の
裁
判
機
関
の
公
正
な
判
断
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
よ
く
認
識
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

な
お
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
明
治
期
・
大
正
期
の
裁
判
所
の
建
築
物
は
、
控
訴
審
裁
判
所
が
荘
厳
な
レ
ン
ガ
造
り
や
石
造
り
な
ど
で
あ
り
、
第
一
審
裁
判
所
は
、
例
外
は
あ

っ
た
も
の
の
、
特
に
明
治
期
は
木
造
建
築
物
で
あ
っ
た
と
い
う
（
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
営
繕
課
監
修
﹃
裁
判
所
建
築
の
歩
み
︱
︱
明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成
﹄
六

頁
（
司
法
協
会
、
一
九
九
五
年
）。
様
々
な
事
情
や
背
景
は
あ
る
も
の
の
、﹁
親
し
み
や
す
さ
﹂
や
﹁
違
い
﹂
と
﹁
独
立
性
﹂
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
も
評
価
で
き
る
側
面
も

あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
86
）　

民
集
六
二
巻
七
号
二
〇
一
三
頁
。
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
川
嶋
四
郎
﹁
判
例
解
説
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
四
八
号
一
二
〇
頁
（
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
87
）　

判
例
時
報
二
一
二
〇
号
三
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
五
二
号
一
五
二
頁
。
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
川
嶋
四
郎
﹁
判
例
解
説
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
五
号
一
二
〇
頁
（
二
〇

一
二
年
）
を
参
照
。

（
88
）　

判
例
時
報
二
一
二
〇
号
五
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
五
二
号
一
五
四
頁
。
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
川
嶋
四
郎
﹁
判
例
解
説
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
五
号
一
二
〇
頁
（
二
〇

一
二
年
）
を
参
照
。

（
89
）　

庁
舎
管
理
権
や
責
任
の
問
題
な
ど
と
も
関
係
す
る
が
、
祝
祭
日
に
は
、
裁
判
所
の
敷
地
を
一
般
市
民
に
開
放
す
る
こ
と
な
ど
も
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ア
メ

リ
カ
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
（C

ounty C
ourt

）
が
、
市
民
に
解
放
さ
れ
て
い
た
例
と
し
て
、
川
嶋
・
前
掲
書
注
（
25
）
三
四
頁
、
四
九
頁
と
同
頁
注
（
26
）
な
ど
を
参
照
。

な
お
、
か
つ
て
私
が
訪
ね
た
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
コ
ー
ト
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
道
路
と
敷
地
に
柵
や
塀
さ
え
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
。

（
90
）　

中
田
淳
一
﹁
民
事
訴
訟
制
度
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
六
一
号
一
八
六
頁
、
一
九
〇
頁
（
一
九
六
七
年
）。

　
　
　

な
お
、
小
島
・
前
掲
論
文
注
（
５
）
五
一
一
頁
は
、
先
に
引
用
し
た
部
分
（
前
注
（
５
）
で
引
用
し
た
部
分
）
に
続
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。﹁
こ
の
裁
判
所
︹
最

下
級
の
裁
判
所
︺
は
司
法
に
と
っ
て
か
な
め
の
位
置
を
占
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
当
事
者
に
と
っ
て
も
非
常
に
重
要
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
の
で
あ
る
。
同
一
額
の
債
権
も
人
々
の

資
産
と
の
関
係
で
相
対
的
な
重
み
を
も
ち
、
庶
民
に
と
っ
て
は
少
額
な
事
件
と
て
も
至
上
の
価
値
を
も
つ
こ
と
が
多
い
。﹂
と
、
先
の
文
献
を
引
用
し
つ
つ
論
じ
て
い
る
（︹　

︺

内
は
、
川
嶋
）。
全
く
同
感
で
あ
る
。


